
 

 

まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等〕 
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実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違No. 相違理由

① 柏崎6/7は，自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置

② 東海第二は，残留熱除去系の冷却水確保のための設備として，常設の緊急用海水系を四十八条の重大事故等対処設備，可搬の代替残留熱除去系海水系を自主対策設備として整備

③ 島根２号炉は，発電用原子炉停止中において，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉の除熱ができない場合，原子炉浄化系を使用

④
島根２号炉は，東海第二の代替循環冷却系と同様な設備である残留熱代替除去系を五十条の重大事故等対処設備，四十八条の自主対策設備と位置付けており，技術的能力1.7及び
1.5にて手順を整備

⑤ 島根２号炉は，四十七条の重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）を新規で設置したことから，復水輸送系を自主対策設備として整備

⑥ 島根２号炉は，低圧炉心スプレイ系が設置されており，重大事故等時の対応において復旧することを想定。また，設計基準拡張設備として整備

⑦ 島根２号炉の燃料補給設備は，設置許可基準規則第五十七条にて記載する整理

⑧ 島根２号炉の消火ポンプは電動駆動

⑨
島根２号炉の中央制御室は，島根１号炉と共用であり，複数号炉の同時被災時において，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実
施

⑩ 島根２号炉は，操作者の１名を記載。柏崎6/7は，操作者及び確認者の２名を記載

⑪ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す 

るための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a. 発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ . 低圧代替注水 

ⅱ . 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ . 復旧 

ⅱ . 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段

及び設備 

ⅰ . 低圧代替注水 

ⅱ . 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ . 低圧代替注水 

 

 

 

 

 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する 

ための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 復旧 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段

及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

ⅱ) 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ⅲ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す 

るための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手

段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対

策設備として第二代替

交流電源設備を設置 

（以下，①の相違） 

【東海第二】 

東海第二は，残留熱

除去系の冷却水確保の

ための設備として，常

設の緊急用海水系を四

十八条の重大事故等対

処設備，可搬の代替残

留熱除去系海水系を自

主対策設備として整備

（以下，②の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，発電

用原子炉停止中におい

て，残留熱除去系（原
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(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ . 復旧 

ⅱ . 重大事故等対処設備と自主対策設備 

c. 手順等 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

a. 低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 復旧 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．手順等 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容 

器への注水 

(c) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

ｃ．手順等 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉停止時冷却モー

ド）による発電用原子

炉の除熱ができない場

合，原子炉浄化系を使

用（以下，③の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

①，②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である残

留熱代替除去系を五十

条の重大事故等対処設

備，四十八条の自主対

策設備と位置付けてお

り，技術的能力 1.7及

び 1.5にて手順を整備

（以下，④の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備

1.4-3



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水（淡水/海水） 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

a. 復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

a. 低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

 

 

 

 

 

(b) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

(c) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

（淡水/海水） 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

 

 

 

(d) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力 

容器への注水（淡水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉圧力 

容器への注水 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への 

注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

 

(b) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

 

 

(d) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

(e) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

（淡水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

 

 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への 

注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の

冷却 

 

 

 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心

の冷却（淡水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

  ａ．低圧代替注水 

 

（以下，⑤の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

炉心スプレイ系が設置

されており，重大事故

等時の対応において復

旧することを想定。 

また，設計基準拡張

設備として整備（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 
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(2) サポート系故障時の対応手順 

a. 復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ 

の注水 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原 

子炉からの除熱 

 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.4.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

 

 

 

添付資料1.4.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.4.3 重大事故対策の成立性 

1. 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水 

 

 

 

 

 

 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

2. 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

 

 

 

ｂ．原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発 

電用原子炉からの除熱 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器への注 

  水 

 (3) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子 

炉からの除熱 

(2) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.4.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.4.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料1.4.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.4.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

3．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成 

 

2．消火系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成 

1．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

 

 

 

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

  (a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後

の発電用原子炉からの除熱 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料 1.4.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.4.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料 1.4.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.4.4 重大事故対策の成立性 

1. 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水 

 

 

 

2. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

3. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

4. 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原 

柏崎 6/7は，

1.4.2.1(1)の対応手順

と同様である旨を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主

対策設備について記載 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 
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の注水（淡水/海水） 

 

 

 

 

 

3. 残留熱除去系(C)注入配管使用による原子炉圧力容器

への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 高圧炉心注水系(C)注入配管使用による原子炉圧力容

器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水（淡水／海水） 

(1) 低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬型

代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水（淡水／海水） 

(2) 系統構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(1) 系統構成 

子炉圧力容器への注水（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧 

後の原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

  6. 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧 

力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

  7. 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除

熱 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 重大事故等対策の成

立性の見出し項目を記

載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様な現場操作

が必要な残留熱除去系

Ｂ系及びＣ系を使用す

る復水輸送系，消火系

による原子炉圧力容器

への注水の成立性を添

付資料 1.4.4－2，3に

て記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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6. 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発

電用原子炉からの除熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 残留熱除去系注入配管使用による原子炉圧力容器へ

の注水（全交流動力電源喪失時） 

 

 

 

 

 

 

 

8. 高圧炉心注水系注入配管使用による原子炉圧力容器

への注水（全交流動力電源喪失時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発

電用原子炉からの除熱（残留熱除去系（原子炉停止時

冷却系）による発電用原子炉からの除熱も同様） 

(1) 系統構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.4.5 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び 

除熱の考え方について 

 

 

 

 

8. 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

電源復旧後の発電用原子炉からの除熱（残 

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に 

よる発電用原子炉からの除熱も同様） 

9. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原 

子炉圧力容器への注水 

 

 

 

10. 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容 

器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

添付資料 1.4.5 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び 

除熱の考え方について 

 

 

 

 ③の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，残留

熱除去系配管使用によ

る原子炉圧力容器への

注水（全交流動力電源

喪失時）の成立性を添

付資料 1.4.4－4にて記

載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，炉心

損傷及び原子炉圧力容

器破損後の注水及び除
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添付資料1.4.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

3.各号炉の弁番号及び弁名称一覧 

 

 

添付資料1.4.6 常設低圧代替注水系ポンプの機能確保の妥当性 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.4.7 原子炉圧力容器の破損判断について 

 

 

 

 

添付資料1.4.8 運転停止中の原子炉の事故時における現場作業員 

の退避について 

 

 

 

 

添付資料1.4.9 解釈一覧 

 

 

 

 

添付資料1.4.10 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.4.6 運転停止中の原子炉の事故時における現場作業 

員の退避について 

 

 

 

 

添付資料 1.4.7 解釈一覧 

1. 判断基準の解釈一覧 

2. 操作手順の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

 

添付資料1.4.8 手順のリンク先について 

 

 

熱の考え方について記

載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による同時注水は実施

しない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の大量送

水車による同時注水の

設計方針については，

四十七条補足説明資料

「47-6容量設定根拠」

について記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，運転

停止中の原子炉の事故

時における現場作業員

の退避について記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧の見出し項目を記

載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す 

るための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

が低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

（２）  

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関す

る手順等を整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することによ

り起動及び十分な期間の運転継続ができること。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系

（低圧注水モード）による冷却機能である。 

 

また，発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による崩壊熱除去機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却する

対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手

順等について説明する。 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

が低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等を

いう。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する

手順等を整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより

起動及び十分な期間の運転継続ができること。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（低

圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による冷却機能である。 

 

また，発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備が 

有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）による崩壊熱除去機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処

設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手順等につい

て説明する。 

 

 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却 

するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

が低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関す

る手順等を整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することによ

り起動及び十分な期間の運転継続ができること。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による冷却機能であ

る。 

また，発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による崩壊熱除去機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却する

対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手順等

について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 
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1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，発電用

原子炉を冷却し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（低

圧注水モード）を設置している。 

 

発電用原子炉停止中において，発電用原子炉内の崩壊熱を除

去するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）を設置している。 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，発電用 

原子炉を冷却し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系を設置している。 

 

発電用原子炉停止中において，発電用原子炉内の崩壊熱を除去

するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）を設置している。 

 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1)  対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，発電 

用原子炉を冷却し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破 

損を防止するための設計基準事故対処設備として残留熱除去 

系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系を設置してい 

る。 

発電用原子炉停止中において，発電用原子炉内の崩壊熱を 

除去するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード）を設置している。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対

処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その

機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，

相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」とい

う。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故

等対処設備を選定する（第 1.4.1 図）。 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉

圧力容器内に残存した場合において，原子炉格納容器の破損を

防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための

対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすこと

や全てのプラント状況において使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によって

は，事故対応に有効な設備。 

 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以

下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十

七条及び技術基準規則第六十二条（以下「基準規則」という。）

の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとと

もに，自主対策設備との関係を明確にする。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，重大事故等 

の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，そ

の機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，

相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」とい

う。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定する（第1.4－1図）。 

 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉圧

力容器内に残存した場合において，原子炉格納容器の破損を防止

するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対

応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや

全てのプラント状況において使用することは

困難であるが，プラント状況によっては，事

故対応に有効な設備。 

 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下

「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十七条

及び技術基準規則第六十二条（以下「基準規則」という。）の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自

主対策設備との関係を明確にする。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事 

故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場  

合は，その機能を代替するために，設計基準事故対処設備が 

有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対 

策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手 

段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.4－1図）。 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子 

炉圧力容器内に残存した場合において，原子炉格納容器の破 

損を防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定 

する。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満た 

すことやすべてのプラント状況におい 

て使用することは困難であるが，プラ 

ント状況によっては，事故対応に有効 

な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基 

準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許可 

基準規則」第四十七条及び「技術基準規則」第六十二条（以 

下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅 

されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係 
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 を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系

（低圧注水モード又は原子炉停止時冷却モード）が健全であれ

ば重大事故等の対処に用いる。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）による発電用原子炉の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待

しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含

むこととする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子

炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系ポンプ 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）若 

しくは低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（原子炉停止時冷 

却系）が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の 

対処に用いる。 

残留熱除去系（低圧注水系）による発電用原子炉の冷却で使 

用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

なお，残留熱除去系（低圧注水系）は熱交換機能に期待して 

おらず，熱交換器は流路としてのみ用いる。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉から

の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系ポンプ 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系 

（低圧注水モード）若しくは低圧炉心スプレイ系又は残留熱 

除去系（原子炉停止時冷却モード）が健全であれば重大事故 

等の対処に用いる。 

残留熱除去系（低圧注水モード）による発電用原子炉の冷 

却で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期 

待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管 

に含むこととする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原 

子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，残留

熱除去系（低圧注水モ

ード）の熱交換機能に

期待しておらず，熱交

換器は流路としてのみ

用いるため，配管に含

む 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管を使用しない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の燃料補

給設備は，設置許可基

準規則第五十七条にて

記載する整理（以下，

⑦の相違） 
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・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉補機冷却系 

 

 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系配管・弁 

・再循環系配管・弁 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

 

     低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用する設 

備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉圧力容器 

・低圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

・原子炉再循環系 配管 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

 

 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用す 

る設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ・ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉圧力容器 

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージ 

ャ 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管を使用せず，ジェ

ットポンプ，原子炉再

循環系を使用 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 
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機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障とし

て，残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モー

ド）の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流

動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障を想定する。 

 

 

さらに，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存す

る場合を想定する。 

 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定

した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定し

た対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自

主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順に

ついての関係を第 1.4.1 表に整理する。 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，

残留熱除去系（低圧注水系）及び残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）並びに低圧炉心スプレイ系の故障を想定する。また，サポ

ート系故障として，全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系

の故障を想定する。 

 

さらに，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する

場合を想定する。 

 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定し

た対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対

応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策

設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用

する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順につい

ての関係を第 1.4－1表に整理する。 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障と 

して，残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード）並びに低圧炉心スプレイ系の故 

障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電

源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

の故障を想定する。 

さらに，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存 

する場合を想定する。 

 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選 

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選 

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備 

及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に 

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手 

順についての関係を第 1.4－1表に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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a. 発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ. 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合は，低

圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火

系により発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

 

(ⅰ)低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却で使用 

する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水 

系）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の 

冷却ができない場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代 

替注水系（可搬型），代替循環冷却系，消火系及び補給水 

系により発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却で 

使用する設備は以下のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽 

・低圧代替注水系配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系Ｃ系配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注 

水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電 

用原子炉の冷却ができない場合は，低圧原子炉代替注 

水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復 

水輸送系及び消火系により発電用原子炉を冷却する手 

段がある。 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原 

子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原 

子炉の冷却で使用する設備は以下のとおり。  

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤⑥の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管を使用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 
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・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

  (ⅴ) 補給水系による発電用原子炉の冷却 

補給水系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は 

以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・補給水系配管・弁 

・消火系配管・弁 

・残留熱除去系Ｂ系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・非常用交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

(ⅲ) 代替循環冷却系による発電用原子炉の冷却 

代替循環冷却系による発電用原子炉の冷却で使用する 

    設備は以下のとおり。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系熱交換器 

・代替循環冷却系配管・弁 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 復水輸送系による発電用原子炉の冷却 

復水輸送系による発電用原子炉の冷却で使用す 

る設備は以下のとおり。 

・復水輸送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・復水輸送系 配管・弁 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・非常用交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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(ⅲ)消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下の 

とおり。 

 

 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

 

 

 

・ろ過水タンク 

 

・消火系配管・弁 

 

 

 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

・常設代替交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

(ⅳ) 消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以 

    下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

 

 

 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

・消火系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設 

備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・消火ポンプ 

 

 

 

 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

 

・消火系 配管・弁 

 

 

 

・復水輸送系 配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の消火ポ 

ンプは電動駆動（以

下，⑧の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ
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・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

(ⅱ)低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却で使 

用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A－2級） 

 

・防火水槽 

 

・淡水貯水池 

・ホース・接続口 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

 

   ・残留熱除去系Ｂ系配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

   ・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

  (ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却で 

使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備 

 

・代替淡水貯槽 

・ホース 

・低圧代替注水系配管・弁 

 

 

 

 

      ・残留熱除去系Ｃ系配管・弁 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用 

原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用 

原子炉の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

る注水経路の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管を使用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，大量

送水車のみで注水する 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，接続

口と低圧原子炉代替注

水系配管を区別して記

載 

・設備の相違 
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・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は，淡水貯水池と防

火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用して淡水貯水池か

ら淡水を補給する。淡水貯水池を水源として利用する場合はあら

かじめ敷設したホースを使用するが，当該ホースが使用できない

場合は可搬のホースにて淡水貯水池からの直接送水ラインを構成

する。 

また，低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

は，防火水槽又は淡水貯水池の淡水だけでなく，海水も利用でき

る。 

 

・低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

     ・可搬型代替交流電源設備 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

は，西側淡水貯水設備又は代替淡水貯槽の淡水だけでなく，海 

水も利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電 

用原子炉の冷却は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽 

（西２）の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管及び低圧炉心

スプレイ系配管を使用

しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水

貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系(B)配管・弁・

スパージャ，残留熱除去系(A)配管・弁，給水系配管・弁・ス

パージャ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，常設低圧代替注水系 

ポンプ，代替淡水貯槽，低圧代替注水系配管・弁，残留熱除 

去系Ｃ系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設 

備，可搬型代替交流電源設備，可搬型代替注水中型ポンプ， 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代 

替注水ポンプ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代 

替注水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁，原子炉圧 

力容器，大量送水車，ホース・接続口，常設代替交流 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設

備，可搬型代替注水ポンプ（A－2級），ホース・接続口及び燃

料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。防火水槽

及び淡水貯水池は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。非常用交流電源設備は重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

（添付資料 1.4.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（低圧注水モード）が故障した場合において

も，発電用原子炉を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせ

て，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ，西側淡水貯水設備，ホース，低 

圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ及び燃料給油設備は 

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備 

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され 

ている。 

  （添付資料 1.4.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系が故障し

た場合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効 

な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，

その理由を示す。 

・代替循環冷却系ポンプ 

残留熱除去系の有する原子炉格納容器からの除熱機能を代替

することを目的に設置した設備であり，発電用原子炉が高圧状

態から低圧注水に移行することを考慮した注水量としていない

ため，低圧注水への移行段階での炉心損傷を防止するための注

水量としては十分ではない場合があるが，低圧で注水が可能な

設備であるため，低圧注水手段としては有効である。 

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース 

電源設備，代替所内電気設備，燃料補給設備は，いず 

れも重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水 

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は「1.13 重大事 

故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】 

1b）項を満足するための代替淡水源（措置）として位 

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し 

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が 

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対 

処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低 

圧炉心スプレイ系が故障した場合においても，発電用 

原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対 

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置 

付ける。併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管及び低圧炉心

スプレイ系配管を使用

しない 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，代替

淡水源を措置として位

置付けている 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 
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・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可搬型

代替注水ポンプ（A－2級）と同等の機能（流量）を有するこ

とから，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必

要な火災が発生していない場合において，発電用原子炉を冷

却する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系

(B)及び(C)配管・弁・スパージャ※1 

当該配管を用いた注水手段は使用に制限（原子炉圧力容器

への注水流量が少ない，注水流量の監視ができない，現場で

の系統構成が必要）があるが，残留熱除去系(A)及び(B)配管

から注水ができない場合において， 発電用原子炉を冷却す

る手段として有効である。 

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルートの復旧

には不確実さがあり，使用できない場合があるが，可搬型代替

注水大型ポンプによる冷却水供給により代替循環冷却系が使用

可能となれば，発電用原子炉を冷却する手段として有効であ

る。 

・復水移送ポンプ，復水貯蔵タンク，補給水系配管・弁 

 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば発電用原子

炉を冷却する手段として有効である。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，多目的タン

ク，消火系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合におい

て，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

 

 

 

 

 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配 

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば 

発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

     ・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過 

水タンク，消火系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処 

するために消火系による消火が必要な火災が発生し 

ていない場合において，発電用原子炉を冷却する手 

段として有効である。 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の消火系

は低圧原子炉代替注水

系（常設）又は（可搬

型）と同等の流量は確

保できないため記載し

ていない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主

対策設備について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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※1：高圧炉心注水系配管・弁・スパージャのうち， 復水移

送ポンプの吸込ライン（復水貯蔵槽下部の非常用ライ

ン）の配管・弁は重大事故等対処設備であるが，原子炉

圧力容器への注水ラインの配管・弁・スパージャは自主

対策設備として位置付ける。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備と同等

の機能を有することから，健全性が確認できた場合において，

重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有

効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障によ

り，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水

モード）による発電用原子炉の冷却ができない場合は，

「(a)ⅰ.低圧代替注水」の手段に加え，常設代替交流電源

設備又は第二代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設

備へ電源を供給し，原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機

冷却系により冷却水を確保することで残留熱除去系（低圧

注水モード）を復旧し，発電用原子炉を冷却する手段があ

る。 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備及び代替

原子炉補機冷却系へ燃料を補給し，電源の供給を継続する

ことにより，残留熱除去系（低圧注水モード）を十分な期

間，運転継続することが可能である。 

また，発電用原子炉停止後は発電用原子炉からの除熱を

長期的に行うため，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）に移行する。残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）については，「b.(b)ⅰ.復旧」にて整理する。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故障によ 

り，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水 

系）及び低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却が 

できない場合は，「(a)ⅰ) 低圧代替注水」の手段に加 

え，常設代替交流電源設備を用いて緊急用メタルクラッド 

開閉装置（以下「メタルクラッド開閉装置」を「Ｍ／Ｃ」 

という。）を受電した後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ 

又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供給し，残留熱除去系海水系， 

緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系により冷却水を 

確保することで残留熱除去系（低圧注水系）又は低圧炉心 

スプレイ系を復旧し，発電用原子炉を冷却する手段があ 

る。 

 

 

 

   常設代替交流電源設備及び代替残留熱除去系海水系へ燃 

料を給油し，電源の供給を継続することにより，残留熱除 

去系（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系を十分な期 

間，運転継続することが可能である。また，発電用原子炉 

停止後は発電用原子炉からの除熱を長期的に行うため，残 

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に移行する。残留熱除 

去系（原子炉停止時冷却系）については，「ｂ．(b)ⅰ)  

復旧」にて整理する。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子 

炉補機海水系を含む。）の故障により，設計基準事 

故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード） 

及び低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却 

ができない場合は，「(a)ⅰ 低圧代替注水」の手段 

に加え，常設代替交流電源設備を用いて緊急用メタ 

クラ（以下「緊急用Ｍ／Ｃ」という。）を受電した 

後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である非 

常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。） 

及びＤ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。）へ電源を 

供給し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保 

することで残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧 

炉心スプレイ系を復旧し，発電用原子炉を冷却する手 

段がある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ 

燃料を補給し，電源の供給を継続することにより，残 

留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ 

系を十分な期間，運転継続することが可能である。 

また，発電用原子炉停止後は発電用原子炉からの除 

熱を長期的に行うため，残留熱除去系（原子炉停止時 

冷却モード）に移行する。残留熱除去系（原子炉停止 

時冷却モード）については，「ｂ.(b)ⅰ 復旧」にて 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①⑥の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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  整理する。 

(ⅰ)代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧で使用する設備は以下のとおり。 

 

・残留熱除去系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

 

 

 

 

 

 

・代替原子炉補機冷却系 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水系） 

の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水系） 

の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

 

・残留熱除去系ポンプ  

・サプレッション・チェンバ 

   ・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器 

・原子炉圧力容器 

   ・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

 

 

 

 

 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注 

水モード）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注 

水モード）の復旧で使用する設備は以下のとお 

り。 

・残留熱除去ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

む。） 

 

 

 

 

 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管を使用しない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，残留

熱除去系（低圧注水モ

ード）の熱交換機能に

期待しておらず，熱交

換器は流路としてのみ

用いるため，配管に含

む 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成及び給電対
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なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待

しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含

むこととする。 

 

   ・燃料給油設備 

なお，残留熱除去系（低圧注水系）は熱交換機能に期待 

しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いる。 

  

 

 

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交 

換機能に期待しておらず，熱交換器は流路として 

のみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 (ⅱ) 代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

 

代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧で 

使用する設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパー 

ジャ 

・原子炉圧力容器 

    ・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

 

       ・常設代替交流電源設備 

 

 

       ・燃料給油設備 

(ⅱ) 代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の 

復旧 

代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の 

復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ・ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレー 

ナ・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

む。） 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

・代替所内電気設備 

・常設代替交流電源設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

ⅱ . 重大事故等対処設備と自主対策設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，

原子炉圧力容器，代替原子炉補機冷却系及び常設代替交流電

源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，残留

熱除去系ポンプ，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパ

ージャ， 給水系配管・弁・スパージャ及び原子炉補機冷却

系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け

る。 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

復旧で使用する設備のうち，残留熱除去系ポンプ，サプレ 

ッション・チェンバ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系 

配管・弁・ストレーナ，原子炉圧力容器，残留熱除去系海水 

系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ，緊急用海水ポン 

プ，緊急用海水系ストレーナ，常設代替交流電源設備，低圧 

炉心スプレイ系ポンプ，低圧炉心スプレイ系配管・弁・スト 

レーナ・スパージャ及び燃料給油設備は重大事故等対処設備 

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェ 

ンバ，原子炉圧力容器，原子炉補機代替冷却系，代替 

所内電気設備及び常設代替交流電源設備は重大事故等 

対処設備として位置付ける。また，残留熱除去ポン 

プ，低圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱除去系 配 

管・弁・ストレーナ，低圧炉心スプレイ系 配管・ 

弁・ストレーナ・スパージャ及び原子炉補機冷却系 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①⑥の相違 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され

ている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又

は原子炉補機冷却系が故障した場合においても，発電用原子

炉を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわ

せて，その理由を示す。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備と同

等の機能を有することから， 健全性が確認できた場合にお

いて，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段

として有効である。 

として位置付ける。 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備 

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅され 

ている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系が故障した場合においても，発電用原子炉

を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせ

て，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース 

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルートの復

旧には不確実さがあり，使用できない場合があるが，可搬型

代替注水大型ポンプによる冷却水供給により残留熱除去系

（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系が使用可能となれ

ば，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

（添付資料 1.4.2） 

 

（原子炉補機海水系を含む。）は重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し 

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が 

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源 

喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

む。）が故障した場合においても，発電用原子炉を冷 

却することができる。 

配管を使用しない 

【東海第二】 

 ②の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

島根２号炉は，残留

熱除去系（低圧注水モ

ード）の熱交換機能に

期待しておらず，熱交

換器は流路としてのみ

用いるため，配管に含

む 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段

及び設備 

ⅰ. 低圧代替注水 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段

及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手 

段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 
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炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が残存する場合は，低圧代替注水

系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火系により

残存した溶融炉心を冷却する手段がある。 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において， 

原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存する場合は，低圧 

代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代 

替循環冷却系，消火系及び補給水系により残存した溶 

融炉心を冷却する手段がある。 

 

 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において， 

原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存する場合は，低圧 

原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系 

（可搬型），復水輸送系及び消火系により残存した溶 

融炉心を冷却する手段がある。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

(ⅰ)低圧代替注水系（ 常設） による残存溶融炉心の冷却 

 

低圧代替注水系（ 常設） による残存溶融炉心の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

 

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却で 

使用する設備は以下のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽 

・低圧代替注水系配管・弁 

・残留熱除去系Ｃ系配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

(ⅴ) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

補給水系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融 

炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融 

炉心の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却で使用す 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管を使用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・補給水系配管・弁 

・消火系配管・弁 

・残留熱除去系Ｂ系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

     ・燃料給油設備 

 

 

(ⅲ) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却で使用する 

設備は以下のとおり。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系熱交換器 

・代替循環冷却系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

・常設代替交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

る設備は以下のとおり。 

・復水輸送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・復水輸送系 配管・弁 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

 ・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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(ⅲ)消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以 

下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

 

・ろ過水タンク 

 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

・燃料補給設備 

(ⅳ) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以 

下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

・消火系配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系Ｂ系配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

・燃料給油設備 

(ⅲ) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設 

備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・消火ポンプ 

 

 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

 

・消火系 配管・弁 

・復水輸送系 配管・弁 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

        ・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管を使用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 
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(ⅱ)低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水ポンプ（A－2級） 

 

・防火水槽 

・淡水貯水池 

・ホース・接続口 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は，淡水貯水

池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用して

淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源として

 

 

(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備 

・代替淡水貯槽 

・ホース 

・低圧代替注水系配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系Ｃ系配管・弁 

・低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ 

     ・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

     ・可搬型代替交流電源設備 

 

     ・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶 

融炉心の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

【柏崎 6/7,東海第二】

⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，大量

送水車のみで注水する 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，接続

口と低圧原子炉代替注

水系配管を区別して記

載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，低圧炉心スプレ

イ系配管を使用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設
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利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用するが，

当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて淡水貯

水池からの直接送水ラインを構成する。 

また，低圧代替注水系（可搬型）による残存用炉心の冷

却は，防火水槽又は淡水貯水池の淡水だけでなく，海水も

利用できる。 

 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，

復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系(B)配

管・弁・スパージャ，残留熱除去系(A)配管・弁，給水系

配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉

圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備，可搬型代替注水ポンプ（A－2

級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】

1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は， 審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心 

の冷却は，代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備の淡水 

だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，常設低圧代替注水 

系ポンプ，代替淡水貯槽，低圧代替注水系配管・弁，残留 

熱除去系Ｃ系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電 

源設備，可搬型代替交流電源設備，可搬型代替注水中型ポ 

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，西側淡水貯水設備，ホ 

ース，低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ，代替循 

環冷却系ポンプ，サプレッション・チェンバ，残留熱除去 

系熱交換器，代替循環冷却系配管・弁，残留熱除去系配 

管・弁・ストレーナ，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱 

除去系海水系ストレーナ，緊急用海水ポンプ，緊急用海水 

系ストレーナ及び燃料給油設備は重大事故等対処設備とし 

て位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求 

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

 

 

 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存 

溶融炉心の冷却は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水 

槽（西２）の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代 

替注水ポンプ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代 

替注水系 配管・弁，残留熱除去系配管・弁，原子炉 

圧力容器，常設代替交流電源設備，代替所内電気設 

備，燃料補給設備，大量送水車，ホース・接続口は重 

大事故等対処設備として位置付ける 。輪谷貯水槽 

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は「1.13 重大事故 

等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b） 

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付 

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に 

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

  

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，残留 

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管，高圧炉心スプレ

イ系配管及び低圧炉心

スプレイ系配管を使用

しない 

【東海第二】 

②④の相違 

島根２号炉は，代替

淡水源を措置として位

置付けている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧

力容器内に残存する場合においても，残存した溶融炉心を

冷却することができる。 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧力

容器内に残存する場合においても，残存した溶融炉心を冷

却することができる。 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子 

炉圧力容器内に残存する場合においても，残存した溶 

融炉心を冷却することができる。 
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また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク， 消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可

搬型代替注水ポンプ（A－2級）と同等の機能（流量）を

有することから，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合において，

残存した溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あ

わせて，その理由を示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース 

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルー 

トの復旧には不確実さがあり，使用できない場合があ 

るが，可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給に 

より代替循環冷却系が使用可能となれば，残存した溶 

融炉心を冷却する手段として有効である。 

・復水移送ポンプ，復水貯蔵タンク，補給水系配管・弁 

 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば， 

残存した溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，多目 

的タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処す 

るために消火系による消火が必要な火災が発生してい 

ない場合において，残存した溶融炉心を冷却する手段 

として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対 

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置 

付ける。併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配 

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれ 

ば残存した溶融炉心を冷却する手順として有効で 

ある。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ 

過水タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対 

処するために消火系による消火が必要な火災が発 

生していない場合において，残存した溶融炉心を 

冷却する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の消火系

は低圧原子炉代替注水

系（常設）又は（可搬

型）と同等の流量は確

保できないため記載し

ていない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主

対策設備について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。 

 

b. 発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ. 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障

により発電用原子炉からの除熱ができない場合は，低圧

代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び消

火系により発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

これらの対応手段で使用する設備は，「a.(a)ⅰ. 低圧

代替注水」で選定した設備と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設 

      備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の故障 

により発電用原子炉からの除熱ができない場合は，低 

圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）， 

代替循環冷却系，消火系及び補給水系により発電用原 

子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「ａ．(a)ⅰ)  

低圧代替注水」で選定した設備と同様である。 

 

ⅱ) 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除 

 熱 

非常用電源が使用可能な場合において，残留熱除去 

系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉からの 

除熱ができない場合に，原子炉冷却材浄化系により発 

電用原子炉からの除熱を行う手段がある。 

 

(ⅰ) 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除 

熱 

原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除 

熱で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材浄化系ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

・再循環系配管・弁 

・原子炉冷却材浄化系配管・弁 

 

 

 

・給水系配管・弁 

・原子炉補機冷却系ポンプ 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設 

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の 

故障により発電用原子炉からの除熱ができない場合 

は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替 

注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系により発電 

用原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「ａ.(a)ⅰ 

低圧代替注水」で選定した設備と同様である。 

 

     ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

 

非常用電源が使用可能な場合において，残留熱除去 

系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉か 

らの除熱ができない場合に，原子炉浄化系により発電

用原子炉からの除熱を行う手段がある。 

 

（ⅰ） 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

 

原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱で

使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉浄化補助ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉浄化系非再生熱交換器 

・原子炉再循環系 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管・弁 

 

 

 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，発電 

用原子炉停止中におけ 

る原子炉浄化系による

除熱においては，低圧

の原子炉浄化補助ポン

プを使用 

・設備の相違 

【東海第二】 
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以上の設備により，発電用原子炉停止中において，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却

することができる。 

・原子炉補機冷却系熱交換器 

・原子炉補機冷却系配管・弁 

・補機冷却系海水系ポンプ 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備において，重大事故 

対処設備としての位置付けは，「ａ．(a)ⅰ) 低圧 

代替注水」で選定した設備と同様である。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則 

に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉停止 

中において，設計基準事故対処設備である残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系）が故障した場合においても，発 

電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応 

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け 

る。あわせて，その理由を示す。 

・原子炉冷却材浄化系，原子炉補機冷却系ポンプ，原子 

炉補機冷却系熱交換器，原子炉補機冷却系配管・弁，補

機冷却系海水系ポンプ 

原子炉運転停止直後の発電用原子炉からの除熱を行うた

めの十分な熱交換量が確保できず，耐震性は確保されてい

ないが，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器への原子炉補

機冷却系の通水が可能であれば，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の崩壊熱除去機能が喪失した場合において，

発電用原子炉からの除熱を行う手段として有効である。 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

 

む。） 

 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

     ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備において，重大事故等 

      対処設備としての位置付けは，「ａ.(a)ⅰ 低圧代替 

注水」で選定した設備と同様である。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に 

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉停 

止中において，設計基準事故対処設備である残留熱除 

去系（原子炉停止時冷却モード）が故障した場合にお 

いても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故

対応に有効な設備であるため，自主対策設備として

位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・原子炉浄化系，原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。） 

 

  原子炉運転停止直後の発電用原子炉からの除熱 

を行うための十分な熱交換量が確保できず，耐震 

性は確保されていないが，原子炉浄化系非再生熱

交換器への原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）の通水が可能であれば，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）の崩壊熱除去機能が

喪失した場合において，発電用原子炉からの除熱

を行う手段として有効である。 

（添付資料 1.4.2） 

 島根２号炉は，発電

用原子炉停止中におけ

る原子炉浄化系による

除熱は，給水系配管の

スパージャを使用 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，審査 

基準，基準規則と対処

設備との対応表につい

て記載 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子 

炉補機冷却系の機器を 

系統としてまとめて記 

載 

 

 

 

 

 

・記載表現のの相違 

【柏崎 6/7】 
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 島根２号炉は，自主

対策設備について記載 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ. 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失又は

原子炉補機冷却系の故障により，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電

用原子炉からの除熱ができない場合は，「(a)ⅰ. 低圧代替

注水」の手段に加え，常設代替交流電源設備又は第二代替

交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給

し，原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷

却水を確保することで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）を復旧し，発電用原子炉からの除熱を行う手段があ

る。 

 

 

 

常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備及び代替

原子炉補機冷却系へ燃料を補給し，電源の供給を継続する

ことにより，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を

十分な期間，運転継続することが可能である。 

(ⅰ)代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

 

・残留熱除去系ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

 

 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失 

又は残留熱除去系海水系の故障により，設計基準事故 

対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

による発電用原子炉からの除熱ができない場合は， 

「(a)ⅰ) 低圧代替注水」の手段に加え，常設代替交 

流電源設備を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急 

用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供 

給し，残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残 

留熱除去系海水系により冷却水を確保することで残留 

熱除去系（原子炉停止時冷却系）を復旧し，発電用原 

子炉からの除熱を行う手段がある。 

 

 

常設代替交流電源設備及び代替残留熱除去系海水系 

へ燃料を給油し，電源の供給を継続することにより， 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を十分な期間， 

運転継続することが可能である。 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時 

冷却系）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時 

冷却系）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

 

・残留熱除去系ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系配管・弁 

・再循環系配管・弁 

 

 

 

 

 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失 

又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

の故障により，設計基準事故対処設備である残留熱除 

去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉 

からの除熱ができない場合は「 (a)ⅰ 低圧代替注 

水」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて緊 

急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所 

内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ電 

源を供給し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を 

含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確 

保することで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー 

ド）を復旧し，発電用原子炉からの除熱を行う手段が 

ある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ 

燃料を補給し，電源の供給を継続することにより，残 

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を十分な期 

間，運転継続することが可能である。 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉 

停止時冷却モード）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉 

停止時冷却モード）の復旧で使用する設備は 

以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

・原子炉再循環系 配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，残留

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系
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・原子炉補機冷却系 

 

・代替原子炉補機冷却系 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 重大事故等対処設備と自主対策設備 

復旧で使用する設備のうち，原子炉圧力容器，代替原子

炉補機冷却系及び常設代替交流電源設備は重大事故等対処

設備として位置付け，残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系

熱交換器， 残留熱除去系配管・弁・スパージャ，給水系配

管・弁・スパージャ及び原子炉補機冷却系は重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

 ・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 ・燃料給油設備 

 

 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

復旧で使用する設備のうち，残留熱除去系ポンプ， 

原子炉圧力容器，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去 

系配管・弁，再循環系配管・弁，残留熱除去系海水系 

ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ，緊急用海水 

ポンプ，緊急用海水系ストレーナ，常設代替交流電源 

設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位 

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。） 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，原子炉圧力容器，原

子炉補機代替冷却系，常設代替交流電源設備及び代

替所内電気設備は重大事故等対処設備として位置付

け，残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残

留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ，原子炉再

循環系配管及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）は重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として位置付ける。 

 

 

 

 

配管を使用せず，ジェ

ットポンプ，原子炉再

循環系配管を使用 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，再循

環系の弁を流路として

含んでいない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

島根２号炉は，残留

熱除去系の注水配管に

スパージャを使用して

いない。また，配管構

成の相違により給水系

配管を使用せず，ジェ

ットポンプ，原子炉再

循環系配管を使用 

【東海第二】 

②の相違 
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅

されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により， 全交流動力電源喪失

又は原子炉補機冷却系が故障した場合においても， 発電用

原子炉からの除熱を行うことができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場

合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し 

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が 

全て網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源 

喪失又は残留熱除去系海水系が故障した場合において 

も，発電用原子炉からの除熱を行うことができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対 

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置 

付ける。あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース 

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルート 

の復旧には不確実さがあり，使用できない場合がある 

が，可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給により 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が使用可能となれ 

ば，発電用原子炉からの除熱を行う手段として有効であ 

る。 

（添付資料 1.4.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定

した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電

源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）が故障した場合においても，発電用原子炉

からの除熱を行うことができる。 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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c. 手順等 

上記「a. 発電用原子炉運転中の対応手段及び設備」及び

「b. 発電用原子炉停止中の対応手段及び設備」により選定

した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として

事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以下「EOP」とい

う。），事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）（以

下「SOP」という。），事故時運転操作手順書（停止時徴候

ベース）（以下「停止時 EOP」という。），AM設備別操作手

順書及び多様なハザード対応手順に定める（第 1.4.1表）。 

 

 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必

要となる設備についても整理する（第 1.4.2表，第 1.4.3

表）。 

 

 

（添付資料 1.4.2） 

ｃ．手順等 

上記「ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備」 

及び「ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備」に 

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員等※２及び重大事故等対応要員

の対応として，「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，

「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「非常時

運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）」，「ＡＭ設備別操

作手順書」及び「重大事故等対策要領」に定める（第 1.4

－1表）。 

 

 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電 

が必要となる設備についても整理する（第 1.4－2表， 

第 1.4－3表）。 

※2 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等 

対応要員（運転操作対応）をいう。 

（添付資料 1.4.3） 

ｃ．手順等 

上記「ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備」及 

び「ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備」により 

選定した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし 

て事故時操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」とい 

う。），ＡＭ設備別操作要領書，原子力災害対策手順書 

及び事故時操作要領書（シビアアクシデント）（以下「Ｓ 

ＯＰ」という。）に定める。（第 1.4－1表） 

 

 

 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び事故時 

に給電が必要となる設備についても整理する。（第 1.4－ 

2表，第 1.4－3表） 

 

 

（添付資料 1.4.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，停止

時徴候ベースの内容を

事故時操作要領書（徴

候ベース）に合わせて

記載し制定 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室の運転員にて対

応 
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1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

a. 低圧代替注水 

給水・復水系，高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への

注水ができず，残留熱除去系（低圧注水モード）が故障によ

り使用できない場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替

注水系（可搬型）及び消火系による原子炉圧力容器への代替

注水を同時並行で準備する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，上記代替注

水手段のうちポンプ 1台以上を起動し，注水のための系統構

成が完了した時点で，その手段による原子炉圧力容器への注

水を開始する。 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低

圧代替注水系（常設）のポンプ 2台以上又は上記代替注水手

段のうち 2系以上を起動し，注水のための系統構成が完了し

た時点で，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施

し，原子炉圧力容器への注水を開始する。原子炉圧力容器へ

の注水に使用する手段は，準備が完了した代替注水手段のう

ち，低圧代替注水系（常設），消火系，低圧代替注水系（可

搬型）の順で選択する。 

 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用

原子炉を満水にする必要がある場合は，上記注水手段及び代

替注水手段のうち使用できる手段にて原子炉圧力容器へ注水

する。 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

給水・復水系，高圧炉心注水系による原子炉圧力容器へ 

の注水ができず，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉 

心スプレイ系が故障により使用できない場合は，低圧代替 

注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子 

炉圧力容器への注水手段を同時並行で準備する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，低圧代替 

注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷 

却系，消火系及び補給水系の手段のうち低圧で原子炉圧力 

容器への注水可能な系統 1系統以上を起動し，注水のため 

の系統構成が完了した時点で，その手段による原子炉圧力 

容器への注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧

代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環

冷却系，消火系及び補給水系の手段のうち低圧で原子炉圧力

容器への注水可能な系統1系統以上を起動し，注水のための

系統構成が完了した時点で，逃がし安全弁による発電用原子

炉の減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を開始する。原

子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了した手

段のうち，低圧代替注水系（常設），代替循環冷却系，消火

系，補給水系及び低圧代替注水系（可搬型）の順で選択す

る。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原

子炉を満水にする必要がある場合は，上記注水手段及び代替

注水手段のうち使用できる手段にて原子炉圧力容器へ注水す

る。 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

復水・給水系，高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容 

器への注水ができず，残留熱除去系（低圧注水モード）及 

び低圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は， 

低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系 

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手段を同時並行 

で準備する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，低圧原子

炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬

型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低圧で原子炉圧

力容器への注水可能な系統１系統以上を起動し，注水のた

めの系統構成が完了した時点で，その手段による原子炉圧

力容器への注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低

圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可

搬型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低圧で原子炉

圧力容器への注水可能な系統１系統以上を起動し，注水の

ための系統構成が完了した時点で，逃がし安全弁による発

電用原子炉の減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を開

始する。原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備

が完了した手段のうち，低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

順で選択する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用

原子炉を満水にする必要がある場合は，上記注水手段及び

代替注水手段のうち使用できる手段にて原子炉圧力容器へ

注水する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，記載 

している系統１系統以

上で必要な注水量を確

保できるため，１系統

以上確保した時点で減

圧を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

(a)低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心 

冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 
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原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合に

おいて，低圧代替注水系（常設）及び注入配管が使用

可能な場合※1。 

 

※1 :設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以 

上に維持できない場合において，低圧代替注水系（常 

設）が使用可能な場合※１。 

 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡水貯 

槽）が確保されている場合。 

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉

代替注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場 

合※1。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

 

島根２号炉の原子炉 

隔離時冷却系は，非常

用炉心冷却系に含めな

い 

ⅱ. 操作手順 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第 1.4.2図及び第 1.4.4 図に，概要図を第 1.4.7

図に，タイムチャートを第 1.4.8図から第 1.4.11図

に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ 

の注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ 

ーを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図を第 

1.4－8図に，タイムチャートを第 1.4－9 図に示 

す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転 

員等に低圧代替注水系（常設）による原子炉圧 

力容器への注水準備開始を指示する。また，原 

子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，原子 

炉冷却材浄化系吸込弁の閉を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

   ②運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水（常 

設）による原子炉圧力容器への注水に必要な残 

留熱除去系Ｃ系注入弁の電源切替え操作を実施 

する。また，原子炉冷却材喪失事象が確認され 

た場合は，原子炉冷却材浄化系吸込弁を全閉と 

する。 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対

応フローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図

を第 1.4－7図に，タイムチャートを第 1.4－8図に

示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水準備開始を指示する。また，原

子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，Ａ，Ｂ

－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再

循環ポンプ出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，Ｒ

ＰＶドレン側流量調節バイパス弁の全閉操作を指

示する。 

 

 

 

 

②aＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水弁の電源切替

え操作を実施する。また，中央制御室運転員Ａ

は，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，

Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原

子炉再循環ポンプ出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元

弁，ＲＰＶドレン側流量調節バイパス弁を全閉と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と

共用であり，複数号炉

の同時被災時におい

て，情報の混乱や指揮

命令が遅れることのな

いよう当直副長の指揮

に基づき運転操作対応

を実施（以下，⑨の相

違） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，注水

に必要な電動弁の電源

切替え操作について記

載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子

炉冷却材喪失事象が確

認された場合の隔離操
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②中央制御室運転員 A及び Bは，低圧代替注水系（常 

設）による原子炉圧力容器への注水に必要なポン 

プ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ 

とを状態表示にて確認する。 

 

 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発 

電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，低圧代替注 

水系（常設）が使用可能か確認する。 

 

 

 

 

④中央制御室運転員 A及び Bは，復水補給水系バイパス 

流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を 

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水（常 

設）による原子炉圧力容器への注水に必要な電 

動弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び 

監視計器の電源が確保されていることを状態表 

示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②b非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッ

チを「停止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切

り離しを行う。不要な負荷の切り離し後，中央制

御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替

盤の切替え操作を行い，低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水に必要な

Ａ－ＲＨＲ注水弁の電源切替えを実施する。ま

た，中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材喪失事

象が確認された場合は，Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポ

ンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ出口

弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶドレン側流

量調節バイパス弁を全閉とする。 

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水に必要な

電動弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示

にて確認する。 

 

 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可

能か確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作についても記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作

者の１名を記載。柏崎

6/7号炉は，操作者及

び確認者の２名を記載

（以下，⑩の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

対策本部にて負荷容量

確認を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系を新

設し，残留熱除去系配

管へ直接接続している
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⑤中央制御室運転員 A及び Bは，復水移送ポンプ（2 

台）の起動操作を実施し，復水移送ポンプ吐出圧力指示 

値が規定値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(B)の全開操作を実施する。 

⑥b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(A)の全開操作を実施する。 

⑥c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(C)の全開操作を実施する 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C 及び

D は残留熱除去系注入弁(C)の現場での手動全開操作

を実施する。 

⑥d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入

 

 

 

 

 

 

 

  ④運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系 

（常設）の使用モードを選択し，低圧代替注水 

系（常設）を起動操作した後，常設低圧代替 

注水系ポンプの起動，及び常設低圧代替注水 

系ポンプ吐出圧力指示値が約 2.0MPa［gage］ 

以上であることを確認するとともに常設低圧 

代替注水系系統分離弁，原子炉注水弁及び原 

子炉圧力容器注水流量調整弁が自動開したこ 

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＡ－ＲＨ

Ｒ注水弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて低圧原子

炉代替注水ポンプ（１台）の起動操作を実施し，

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力指示値が規定

値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため，他系統へのバイ

パス流防止措置は不要 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

系統構成の操作順序

の相違（実質的な相違

なし） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，使用モ

ードを選択して起動操

作を実施することによ

り，ポンプ起動ならび

に系統構成が実施され

る 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

必要な運転台数の違 

い 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の操作順序

の相違（実質的な相違

なし） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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弁(B)の全開操作を実施する。 

⑥e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入

弁(C)の全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C及び D

は，高圧炉心注水系注入弁(C)の現場での手動全開操

作を実施する。 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水移送ポン 

プの吐出圧力以下であることを確認後，運転員に低 

圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注 

水開始を指示する。 

 

 

 

 

⑧a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水

弁(B)の全開操作を実施する。 

 

⑧b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水

弁(A)の全開操作を実施する。 

⑧c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系洗浄水弁(C)の

全開操作を実施する。 

⑧d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，高圧炉心注水系洗浄用補給

水止め弁(B)の全開操作を実施する。 

⑧e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，高圧炉心注水系洗浄用補給

水止め弁(C)の全開操作を実施する。 

⑨a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への 

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B系

代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値

の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］ 

以下であることを確認後，運転員等に低圧代替注 

水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始 

を指示する。 

 

 

 

 

 

    ⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｃ 

系注入弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器   

への注水が開始されたことを低圧代替注水系 

原子炉注水流量（常設ライン用），（常設ラ 

イン狭帯域用）指示値の上昇及び原子炉水位 

 

 

 

 

 

 

 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧原子

炉代替注水ポンプの出口圧力以下であることを確

認後，運転員に低圧原子炉代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

 

 

 

 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開

操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを代替注水流量（常設）指示値

の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の吐出圧

力の規定値は添付資料 

1.4.7にて記載 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・体制の相違 
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原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器

への注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は，残留熱除去系注入弁(B)を全閉後，

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱

除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)を全開してスプ

レイを実施する。

指示値の上昇により確認し，発電長に報告す 

るとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉 

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ 

ル８）の間で維持する。

なお，原子炉圧力容器への注水と原子炉格

納容器内へのスプレイを実施する場合は，原 

子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内 

へのスプレイに必要な系統構成を行い，原子 

炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内への 

スプレイを実施する。

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉

水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器 

内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を 

全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ 

弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁 

の全開操作を実施後，ＦＬＳＲ注水隔離弁を調 

整開としてＤ／Ｗスプレイを実施する。 

【東海第二】 

⑨の相違

・運用の相違

【東海第二】 

東海第二が新設する

常設低圧代替注水系

は，各種注水が同時に

可能なため，ＲＰＶ注

水とＰＣＶ注水を同時

に実施するが，島根２

号炉は同時注水せず，

系統構成により各種注

水を使い分ける 

⑨b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A

系代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。

⑨c 残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心

注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑩現場運転員 C及び Dは，復水移送ポンプの水源確保と

して復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水 

補給水系常/非常用連絡 1次，2次止め弁の全開操 

作）を実施する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の 

1.4-42



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)の注入配管を使用し

た低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水操

作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及び

確認者）にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始

までの所要時間は以下のとおり。 

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合:12分以内 

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合:12分以内 

 

 

 

 

 

残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心注水系(C)

の注入配管を使用した低圧代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転

員 2名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水開始までの所要時間は以

下のとおり。 

残留熱除去系(C)注入配管使用の場合:約 40分 

高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合:約 25分 

高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合:約 30分 

その後，現場運転員 2 名にて復水移送ポンプの水源確保操

作を実施した場合，15分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて 

作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧 

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

開始まで 9分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に低圧原子炉代替注水槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下の

とおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，35分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ためのライン切り替え

操作は不要 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違（以下，⑪の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の
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なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央制

御室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員 1名にて

作業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度

である。 

（添付資料 1.4.3－1，1.4.3－3，1.4.3－4） 

 

 

 

なお，発電用原子炉停止中の当直要員の体制に 

おいては，中央制御室対応は発電長の指揮のもと運 

転員等（当直運転員）1名にて作業を実施し，作業 

開始を判断してから低圧代替注水系（常設）による 

原子炉圧力容器への注水開始まで 9分以内で可能で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心 

冷却系，低圧代替注水系（常設），代替循環冷却系及 

び消火系による原子炉圧力容器への注水ができず，原 

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以 

上に維持できない場合において，補給水系が使用可能 

な場合※１。 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タ 

ンク）が確保されている場合。 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子

炉格納容器へのスプレイ開始まで 10分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護 

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運 

転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－1） 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持でき

ない場合において，復水輸送系及び注入配管が使用

可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵 

タンク）が確保されている場合。 

ためのライン切替え操

作は不要 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉注水から格納容器ス

プレイへの切替え操作

に要する時間を記載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場 

操作があるため記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号の低圧原子

炉代替注水系（常設）

による注水は，残留熱

除系配管（Ａ）のみ使

用 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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ⅱ) 操作手順 

補給水系による原子炉圧力容器への注水手順の概 

要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2図 

及び第 1.4－4図に，概要図を第 1.4－19図に，タイ 

ムチャートを第 1.4－20図に示す。 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転 

員等に補給水系による原子炉圧力容器への注水 

準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，補給水系による原 

子炉圧力容器への注水に必要なポンプ，電動弁 

及び監視計器の電源が確保されていることを状 

態表示等にて確認する。 

   ③発電長は，災害対策本部長代理に連絡配管閉止 

フランジの切替えを依頼する。 

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に 

連絡配管閉止フランジの切替えを指示する。 

⑤重大事故等対応要員は，連絡配管閉止フランジ 

の切替えを実施し，災害対策本部長代理に連絡 

配管閉止フランジの切替えが完了したことを報 

告する。また，災害対策本部長代理は，発電長 

に報告する。 

⑥運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて，補給 

水系－消火系連絡ライン止め弁を全開とする。 

    ⑦運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却 

水元弁を全閉とする。 

 

⑧運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系 

消火系ライン弁を全開とする。  

⑨発電長は，運転員等に補給水系による原子炉圧 

力容器への注水準備のため，復水移送ポンプの 

起動を指示する。 

    ⑩運転員等は中央制御室にて，復水移送ポンプを 

起動し，復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2

図及び第 1.4－4図に，概要図を第 1.4－9図に，タ

イムチャートを第 1.4－10 図及び第 1.4－11図に示

す。 

(各注入配管使用の場合について，手順⑤⑦⑧以外

は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に復水輸送系による原子炉圧力容器への注水準

備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは復水輸送系による原子炉圧

力容器への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防

止対策としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作

を実施する。 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操

作を実施し，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉に閉止フ

ランジはない 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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が約 0.84MPa［gage］以上であることを確認す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa 

［gage］以下であることを確認後，運転員等に 

補給水系による原子炉圧力容器への注水開始を 

指示する。 

値が規定値以上であることを確認する。 

 

 

⑤a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を行う。 

⑤b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を行う。 

⑤c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を行う。 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水輸送

ポンプの出口圧力以下であることを確認後，運転

員に復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開

始を指示する。 

 

 

 

 

⑦a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替

注水弁を開操作し原子炉圧力容器への注水を開始

する。 

 島根２号炉の吐出圧

力の規定値は添付資料 

1.4.7にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力容器内の圧力は添

付資料 1.4.7にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系 

注入弁の全開操作を実施後，注水が開始された 

ことを残留熱除去系系統流量指示値の上昇及び 

原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電長 

⑦b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄

元弁を開操作し原子炉圧力容器への注水を開始す

る。 

⑦c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄

元弁を開操作し原子炉圧力容器への注水を開始す

る。 

⑧a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始さ

れたことをＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示値の上昇

及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を 

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ 

ベル８）の間で維持する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子 

炉圧力容器への注水が不要となる間，原子炉格納 

容器内にスプレイを実施する場合は，残留熱除去 

系Ｂ系注入弁の全閉操作を実施後，残留熱除去系 

Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系Ｂ系Ｓ／ 

Ｃスプレイ弁を全開としてスプレイを実施する。 

長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器

内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を

全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作

を実施後，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を調

整開としてＤ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ

を実施する。 

⑧b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始さ

れたことを原子炉水位指示値の上昇により確認し

当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の

水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器

内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨＲ注水弁を

全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

又はＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作

を実施後，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を調整

開としてＤ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイを

実施する。 

⑧c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始さ

れたことを原子炉水位指示値の上昇により確認し

当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の

水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

 

 監視計器の相違によ

る注水流量指示値の違

い 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉注水から格納容器ス

プレイへの切替え操作

を記載 

 

 

 

 

 

 

 ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は，運 

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水輸

 

・体制及び運用の相違 
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転員等（当直運転員）3名及び重大事故等対応要員 4 

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか 

ら補給水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 

110分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し， 

原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合，原 

子炉格納容器内へのスプレイに必要な負荷の電源切 

替え操作を実施してから原子炉格納容器内へのスプ 

レイ開始まで 5分以内で可能である。 

さらに，発電用原子炉停止中の当直要員の体制に 

おいては，中央制御室対応は発電長の指揮のもと運 

転員等（当直運転員）3名及び重大事故等対応要員 4 

名により実施し，作業開始を判断してから補給水系 

による原子炉圧力容器への注水開始まで 110分以内 

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放 

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室 

温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制

御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水開始まで 20分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の注

入配管を使用した復水輸送系による原子炉圧力容器

への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開

始まで 30分以内で可能である。 

 なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子

炉格納容器へのスプレイ開始まで 30分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防

護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通

常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－2） 

 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

給水・復水系，非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系 

（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉 

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維 

持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可 

能な場合※ 1。 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火

が必要な火災が発生していない場合。 

(d) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷 

却系，低圧代替注水系（常設）及び代替循環冷却系に 

よる原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容 

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持で 

きない場合において，消火系が使用可能な場合※１。 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による 

消火が必要な火災が発生していない場合。 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸

送系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合において，消火系及び注入配

管が使用可能な場合※１。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系によ

る消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉 

隔離時冷却系は，非常

用炉心冷却系に含めな

い 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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※1: 設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が

確保されている場合。 

 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過 

水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されて 

いる場合。 

 

 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水

槽又はろ過水タンク）が確保されている場合。 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

ⅱ. 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第 1.4.2図及び第

1.4.4図に，概要図を第 1.4.20図に，タイムチャート

を第 1.4.21図から第 1.4.24 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消 

火系による原子炉圧力容器への注水準備開始を指示す 

る。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本 

部に消火系による原子炉圧力容器への注水準備のため， 

ディーゼル駆動消火ポンプの起動を依頼する。 

 

 

③a 残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)注入配管使用の

場合 

現場運転員 C及び Dは，消火系による原子炉圧力容器

への注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実施す

る。 

③b 残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心注

ⅱ) 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要 

は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2図及 

び第 1.4－4図に，概要図を第 1.4－17図に，タイム 

チャートを第 1.4－18図に示す。 

 

 

 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転 

 員等に消火系による原子炉圧力容器への注水準 

備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は 

以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2図及び 

第 1.4－4図に，概要図を第 1.4－12図に，タイムチ 

ャートを第 1.4－13図及び第 1.4－14図に示す（補 

助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場 

合及び消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水す 

る場合について，手順④，⑦以外は同様。また，各注 

水配管使用の場合について，手順⑥，⑧，⑨以外は同 

様。）。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に消火系による原子炉圧力容器への注水準備開

始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，２号

炉の中央制御室にて操

作 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火 

系による原子炉圧力容

器への注水を行う場合

の電源確保操作は技術
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水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 E及び Fは，消火系による原子炉圧力容器

への注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実施す

る。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，消火系による原子炉圧力 

容器への注水に必要な電動弁の電源が確保されたこと及 

び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて 

確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，復水補給水系バイパス流 

防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施す 

る。 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，消火系による原子 

         炉圧力容器への注水に必要なポンプ，電動弁及 

び監視計器の電源が確保されていることを状態 

表示等にて確認する。 

③運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却 

水元弁を全閉とする。 

 

④発電長は，運転員等に消火系による原子炉圧力容

器への注水準備のため，ディーゼル駆動消火ポン

プの起動を指示する。 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉圧力 

容器への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器 

の電源が確保されていることを状態表示にて確認す 

る。 

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防

止対策としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作

を実施する。 

 

的能力 1.14の手順にて

整理 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，ディーゼル駆動消 

火ポンプを起動し，消火系ポンプ吐出ヘッダ圧 

力指示値が約 0.79MPa［gage］以上であること 

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

④a補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水

する場合 

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動す

る。 

 

 

 

 

 

④b消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する

場合 

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を

実施し，消火ポンプ出口圧力指示値が規定値以上

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の操作順序

の相違（実質的な相違

なし） 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の消火ポ

ンプ吐出圧力の規定値

は添付資料 1.4.7にて

記載 
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⑥中央制御室運転員 A及び Bは，消火系による原子炉圧力 

容器への注水の系統構成として，復水補給水系消火系第 

1，第 2連絡弁の全開操作を実施する。 

⑦a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(B)

の全開操作を実施する。 

⑦b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(A)

の全開操作を実施する。 

⑦c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(C)

の全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C及び D

は，残留熱除去系注入弁(C)の現場での手動全開操作を

実施する。 

 

 

 

⑦d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入弁

(B)の全開操作を実施する。 

⑦e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入弁

(C)の全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C及び D

は，高圧炉心注水系注入弁(C)の現場での手動全開操作

を実施する。 

⑧5号炉運転員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了 

を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は 

当直長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による 

原子炉圧力容器への注水開始を緊急時対策本部に報告す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員ＡはＣＷＴ系・消火系連絡止め

弁（消火系）の全開操作，ＣＷＴ系・消火系連絡

止め弁の全開操作を実施する。 

⑥a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を実施する。 

⑥b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を実施する。 

⑥c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦a補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は連絡弁の

操作不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火

ポンプの駆動源が電源

のため，電源確保を前

提としている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火

ポンプの駆動源が電源

のため，電源確保を前

提としている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，２号

炉の中央制御室にて操

作 

・設備の相違 
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⑩当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力がディーゼル駆動 

消火ポンプの吐出圧力以下であることを確認後，運転員

に消火系による原子炉圧力容器への注水開始を指示す

る。 

⑪a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水弁

(B)の全開操作を実施する。 

 

⑪b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水弁

(A)の全開操作を実施する。 

⑪c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系洗浄水弁(C)の全

開操作を実施する。 

⑪d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，高圧炉心注水系洗浄用補給水

止め弁(B)の全開操作を実施する。 

⑪e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは，高圧炉心注水系洗浄用補給水

止め弁(C)の全開操作を実施する。 

⑫a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B系代

替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa 

［gage］以下であることを確認後，運転員等に消 

火系による原子炉圧力容器への注水開始を指示 

する。 

 

   ⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系 

消火系ライン弁及び残留熱除去系Ｂ系注入弁の 

全開操作を実施する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器へ 

の注水が開始されたことを残留熱除去系系統流 

量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇に 

より確認し，発電長に報告するとともに原子炉 

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３） 

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持す 

る。 

する場合 

当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力

以下となったことを確認後，運転員に消火系によ

る原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

 

 

⑦b消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する

場合 

当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力

以下となったことを確認後，運転員に消火系によ

る原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

 

⑧a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水

弁の全開操作を実施する。 

 

⑧b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄

元弁の全開操作を実施する。 

⑧c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄

元弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑨a残留熱除去系（Ａ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量の上

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当

直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持する。 

 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】  

 ⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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※ 原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器

への注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は，残留熱除去系注入弁(B)を全閉後，

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱

除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)を全開してスプ

レイを実施する。 

 

 

 

⑫b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び B は，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A系代替注

水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇によ

り確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高

（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫c 残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心注

水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による 

原子炉圧力容器への注水が開始されたことを緊急時対策 

本部に報告する。 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧

力容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器内に

スプレイする場合は，残留熱除去系Ｂ系注入弁の全閉

後，残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除

去系Ｂ系Ｓ／Ｃスプレイ弁を全開としてスプレイを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器

内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を

全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作

を実施後，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を調

整開としてＤ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ

を実施する。 

⑨b残留熱除去系（Ｂ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇によ

り確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から

原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器

内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨＲ注水弁を

全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

又はＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作

を実施後，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を調整

開としてＤ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイを

実施する。 

⑨c残留熱除去系（Ｃ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇によ

り確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水

位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の残留熱 

除去系（Ｂ）注入配管 

を使用した消火系によ 

る注水の確認は原子炉 

水位により確認 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 
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ⅲ . 操作の成立性 

残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)の注入配管を使

用した消火系による原子炉圧力容器への注水操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及び確認

者），現場運転員 2名及び 5号炉運転員 2名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原

子炉圧力容器への注水開始まで約 30分で可能である。 

残留熱除去系(C)の注入配管を使用した消火系による

原子炉圧力容器への注水操作は，1ユニット当たり中央

制御室運転員 2名（操作者及び確認者），現場運転員 4

名及び 5号炉運転員 2名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注

水開始まで約 40分で可能である。 

高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心注水系(C)の注入配管

を使用した消火系による原子炉圧力容器への注水操作

は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及

び確認者），現場運転員 4名及び 5号炉運転員 2名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで約 30分で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は，運 

転員等（当直運転員）3名にて作業を実施した場 

合，作業開始を判断してから消火系による原子炉圧 

力容器への注水開始まで 56分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し， 

原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合，原 

子炉格納容器内へのスプレイに必要な負荷の電源切 

替え操作を実施してから原子炉格納容器内へのスプ 

レイ開始まで 5分以内で可能である。 

 

 

 

 

さらに，発電用原子炉停止中の当直要員の体制に 

おいては，中央制御室対応は発電長の指揮のもと運 

転員等（当直運転員）3名により実施し，作業開始 

を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注 

水開始まで 56分以内で可能である。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系(Ａ)の注入配管を使用した消火系に

よる原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運

転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 25分以内で可能である。 

 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系(Ｃ)の注入

配管を使用した消火系による原子炉圧力容器への注

水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで 30分

以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子

炉格納容器へのスプレイ開始まで 30分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

  

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，注入

ラインが全て中央制御

室から操作可能である

のは残留熱除去系

（Ａ）注入配管のみ 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉注水から格納容器ス

プレイへの切替え操作

に要する時間を記載 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，プラ

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

（添付資料 1.4.3－3，1.4.3－4，1.4.3－5） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放 

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室 

温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常

運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－3） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は電源確 

保を技術的能力 1.14に 

て整理 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水（淡水/海水） 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合に

おいて，低圧代替注水系（可搬型） 及び注入配管が

使用可能な場合※ 1。 

 

※1: 設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水（淡水／海水） 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心 

冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子 

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上 

に維持できない場合において，低圧代替注水系（可搬 

型）が使用可能な場合※１。 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（西側淡水貯 

水設備又は代替淡水貯槽）が確保されている場 

合。 

 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場

合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））が確保

されている場合。 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は，非常

用炉心冷却系に含めな

い 

ⅱ. 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.4.2図及び第 1.4.4図に，概要図を第 1.4.12図及び

第 1.4.18図に，タイムチャートを第 1.4.13図から第

1.4.17 図及び第 1.4.19図に示す。 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器 

への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ 

ローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図を第 

1.4－10図及び第 1.4－12図に，タイムチャートを 

第 1.4－11図，第 1.4－13図及び第 1.4－14図に示 

す（残留熱除去系Ｃ系配管を使用する原子炉建屋西 

側接続口，高所西側接続口又は高所東側接続口によ 

る原子炉圧力容器への注水及び低圧炉心スプレイ系 

配管を使用する原子炉建屋東側接続口による原子炉 

圧力容器への注水の手順は，手順⑤以外同様。）。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力 

容器への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応 

フローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図を第 

1.4－15図及び第 1.4－18 図に，タイムチャートを第 

1.4－16図，第 1.4－17図及び第 1.4－19図に示す 

（低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低 

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）及び低 

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を 

使用した原子炉圧力容器への注水手順は，交流動力 

電源が確保されている場合は手順⑥⑨，全交流動力 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，同様

である手順について記

載 
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［交流電源が確保されている場合］ 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ 

の注水準備開始を指示する。 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力 

容器への注水準備のため，可搬型代替注水ポンプ（A 

－2 級）の配備，ホース接続及び起動操作を依頼す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交流動力電源が確保されている場合】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対 

策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口へ

の低圧代替注水系（可搬型）の接続を依頼する。 

 

 

②発電長は，運転員等に残留熱除去系Ｃ系配管又は低圧

炉心スプレイ系配管を使用した低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水準備開始を指示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源が喪失している場合は手順⑤⑧以外は同様）。 

 

 

 

 

[交流動力電源が確保されている場合] 

 

       

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に残留熱除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系

配管を使用した低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示

する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時 

対策本部に低圧原子炉代替注水系配管・弁の接続

口への低圧原子炉代替注水系（可搬型）の接続を

依頼する。 

 

③aＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水弁又はＢ－

ＲＨＲ注水弁の電源切替え操作を実施する。 

 

 

 

③b非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場    

 合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッ

チを「停止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切

り離しを行う。不要な負荷の切り離し後，中央制

御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のホース

接続依頼は手順②にて

記載 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二の接続口へ

の接続依頼は手順①に

て記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，電源

切替え操作について，

非常用コントロールセ

ンタ切替盤が使用でき

る場合と使用できない

場合に分けて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 
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③中央制御室運転員 A及び Bは，低圧代替注水系（可搬 

型）による原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁 

及び監視計器の電源が確保されていることを状態表 

示にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員 A及び Bは，復水補給水系バイパス 

流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を 

実施する。 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員 C及び Dは，MUWC 接続口内側隔離弁(B)又 

は MUWC 接続口内側隔離弁(A)のどちらかを選択し全 

開操作を実施する（当該弁は遠隔手動弁操作設備の 

ためリンク機構を取り外し，弁操作を行う）。 

なお，上記の送水ライン以外にも，原子炉建屋原子

炉区域にて接続口から復水補給水系配管までホース

を敷設し送水するラインがある。 

⑥a 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（可 

搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要な残 

留熱除去系Ｃ系注入弁又は低圧炉心スプレイ系注 

入弁の電源切替え操作を実施する。また，低圧代 

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注 

水に必要な電動弁の電源が確保されたこと並びに 

ポンプ及び監視計器の電源が確保されていること 

を状態表示等にて確認する。 

④発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］以 

下であることを確認後，運転員等に低圧代替注水 

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の系 

統構成を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盤の切替え操作を行い，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要

なＡ－ＲＨＲ注水弁又はＢ－ＲＨＲ注水弁の電源

切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要

な電動弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及

び監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

 

 

 

⑤当直副長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水の系統構成

を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，電源

切替え操作を手順③に

て実施 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力の指示値に関わ

らず系統構成を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系を新

設し，残留熱除去系配

管へ直接接続している

ため，他系統へのバイ

パス流防止措置は不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，接続 

口の隔離弁は原子炉建

物外側のみであり，操

作手順⑧にて開操作を

実施 

・設備の相違 
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中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(C)の全開操作を実施する。

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C及び

Dは残留熱除去系注入弁(C)の現場での手動全開操作

を実施する。 

⑥b 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入

弁(B)の全開操作を実施する。 

⑥c 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入

弁(C)の全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員 C及び

Dは，高圧炉心注水系注入弁(C)の現場での手動全開

操作を実施する。 

⑦a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(B)の全開操作及び原子炉圧力指示値が可搬型代替注

水ポンプ（A－2級）の吐出圧力以下であることを確

認後，残留熱除去系洗浄水弁(B)の全開操作を実施す

る。 

⑦b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁

(A)の全開操作及び原子炉圧力指示値が可搬型代替

注水ポンプ（A－2級）の吐出圧力以下であることを

確認後，残留熱除去系洗浄水弁(A)の全開操作を実

施する。 

⑦c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力指示値が

⑤ａ残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉建屋西

側接続口，高所西側接続口又は高所東側接続口に

よる原子炉圧力容器への注水の場合

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，残留

熱除去系Ｃ系注入弁及び原子炉圧力容器注水流量

調整弁を全開とする。

⑤ｂ低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉建屋

東側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，低圧

炉心スプレイ系注入弁及び原子炉圧力容器注水流

量調整弁を全開とする。

⑥a低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操

作及びＦＬＳＲ注水隔離弁の全開操作を実施す

る。 

⑥b低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操

作を実施する。 

⑥c低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合）

中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操 

作を実施する。 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

⑩の相違

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

⑩の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 
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可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）の吐出圧力以下で

あることを確認後，現場運転員 C及び Dは残留熱除

去系洗浄水弁(C)の全開操作を実施する。 

⑦d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力指示値が

可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）の吐出圧力以下で

あることを確認後，現場運転員 C及び Dは高圧炉心

注水系洗浄用補給水止め弁(B)の全開操作を実施す

る。 

⑦e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力指示値が

可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）の吐出圧力以下で

あることを確認後，現場運転員 C及び Dは高圧炉心

注水系洗浄用補給水止め弁(C)の全開操作を実施す

る。 

⑧緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A－2 

級）の配備，ホース接続及び起動操作を行い，可搬 

型代替注水ポンプ（A－2級）による送水準備完了を 

緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部 

は当直長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員が選 

択した送水ラインからの可搬型代替注水ポンプ（A－ 

2 級）による送水開始を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥発電長は，災害対策本部長代理に低圧代替注水系 

（可搬型）による原子炉圧力容器へ注水するための 

原子炉建屋原子炉棟内の系統構成が完了したこと 

を報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑦災害対策本部長代理は，発電長に低圧代替注水系 

（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポン 

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始 

を報告するとともに重大事故等対応要員に低圧代 

替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注 

水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起 

動を指示する。 

⑧重大事故等対応要員は，低圧代替注水系（可搬 

型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又 

は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後，原子 

炉建屋西側接続口，高所西側接続口，高所東側接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器へ注水するための原子炉建物原

子炉棟内の系統構成が完了したことを報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑧緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水

系（可搬型）として使用する大量送水車による送

水開始を報告するとともに緊急時対策要員に低圧

原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量

送水車の起動を指示する。 

 

 

⑨a低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，Ｆ

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，送水開 

始の依頼を当直長から

緊急時対策本部へ実施 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，送水開

始報告を手順⑪にて記
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⑩当直副長は，中央制御室運転員に低圧代替注水系（可 

搬型）による原子炉圧力容器への注水の確認を指示 

する。 

⑪緊急時対策要員は，運転員が選択した送水ラインから 

送水するため，MUWC 接続口外側隔離弁 1(B)，2(B)又 

は MUWC 接続口外側隔離弁 1(A)，2(A)のどちらかの全 

開操作を実施し，送水開始について緊急時対策本部 

に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告 

する。 

 

続口又は原子炉建屋東側接続口の弁を全開とし， 

低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬型 

代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン 

プにより送水を開始したことを災害対策本部長代 

理に報告する。また，災害対策本部長代理は，発 

電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨発電長は，運転員等に低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉圧力容器への注水の確認を指示す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注水ライン流量調整弁の

全開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車により送水を開始

したことを当直長に報告する。また，当直長は緊

急時対策本部に報告する。 

⑨b低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，Ｆ

ＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン流量調整弁の

全開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車により送水を開始

したことを当直長に報告する。また，当直長は緊

急時対策本部に報告する。 

⑨c低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注

水ライン止め弁の全閉操作を実施し，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車

を起動した後，可搬型バルブの全開操作を実施

し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車により送水を開始したことを当直

長に報告する。また，当直長は緊急時対策本部に

報告する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水の確認を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急

時対策本部への送水開

始報告を当直長が行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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⑫a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B

系代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

※ 原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器

への注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプ

レイする場合は， 残留熱除去系注入弁(B)を全閉

後，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残

留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)を全開して

スプレイを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A

系代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑫c 残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心

 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への 

注水が開始されたことを低圧代替注水系原子炉注 

水流量（常設ライン用），（常設ライン狭帯域 

用）又は低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ラ 

イン用），（可搬ライン狭帯域用）指示値の上昇 

及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電 

長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を 

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ 

ベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が 

開始されたことを低圧原子炉代替注水流量指示値 

の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認 

し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器 

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉 

水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へ

のスプレイを実施する場合は，原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに

必要な系統構成を行い，原子炉圧力容器への注

水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，注水先

を切り替えるが，島根

２号炉の大量送水車

は，低圧原子炉代替注

水及び格納容器代替ス

プレイを同時に可能な

設計であるため，低圧

原子炉代替注水を停止

することなくスプレイ

を実施できる 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉注水と格納容器スプ

レイの同時注水操作を

記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，西ま

たは南の接続口を使用

する場合の手順をまと

めて記載 

 

・設備の相違 
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注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧代替注 

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が開 

始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ 

の注水準備開始を指示する。 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に低圧代替注水系（ 可搬型）による原子炉圧力 

容器への注水準備のため，可搬型代替注水ポンプ（A

－2級）配備，ホース接続及び起動操作を依頼す

る。 

③中央制御室運転員 Aは，低圧代替注水系（可搬型）に 

よる原子炉圧力容器への注水に必要な監視計器の電 

源が確保されていることを確認する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪発電長は，低圧代替注水系（可搬型）による原子 

炉圧力容器への注水が開始されたことを災害対策 

本部長代理に報告する。 

 

          【全交流動力電源が喪失している場合】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対 

策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口 

への低圧代替注水系（可搬型）の接続を依頼す 

る。 

 

②発電長は，運転員等に残留熱除去系Ｃ系配管又は 

低圧炉心スプレイ系配管を使用した低圧代替注水 

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水準備 

開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

       ③運転員等は，低圧代替注水系（可搬型）による 

原子炉圧力容器への注水に必要な監視計器の電 

源が確保されていることを状態表示等にて確認 

する。 

④発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa 

［gage］以下であることを確認後，運転員等に 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容 

器への注水の系統構成を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原

子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水が開始されたことを緊急時対策本部に報

告する。 

[全交流動力電源が喪失している場合] 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に残留熱除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系

配管を使用した低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水準備開始を指示す

る。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に低圧原子炉代替注水系配管・弁の接続

口への低圧原子炉代替注水系（可搬型）の接続を

依頼する。 

 

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要

な監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

④当直副長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水の系統構成

を指示する。 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ホー

ス接続依頼について手

順②にて記載 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，接続口

への接続依頼等を手順

①にて記載 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子
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④現場運転員 C及び Dは，復水補給水系バイパス流防止 

として復水補給水系原子炉建屋復水積算計バイパス 

弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員 C及び Dは，MUWC接続口内側隔離弁(B)又 

は MUWC 接続口内側隔離弁(A)のどちらかを選択し全 

開操作を実施する（当該弁は遠隔手動弁操作設備の 

ためリンク機構を取り外し，弁操作を行う）。 

なお，上記の送水ライン以外にも，原子炉建屋原子 

炉区域にて接続口から復水補給水系配管までホース 

を敷設し送水するラインがある。 

⑥a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

 

現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系注入弁(B)及び

残留熱除去系洗浄水弁(B)の全開操作を実施する。 

⑥b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

 

現場運転員 C及び Dは， 残留熱除去系注入弁(A)及

び残留熱除去系洗浄水弁(A）の全開操作を実施す

る。 

 

 

 

 

 

⑥c 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

 

 

現場運転員 C及び Dは， 残留熱除去系注入弁(C)及

び残留熱除去系洗浄水弁(C)の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ⑤ａ残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉建屋 

西側接続口，高所西側接続口又は高所東側接続 

口による原子炉圧力容器への注水の場合 

運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉注 

水弁，残留熱除去系Ｃ系注入弁及び原子炉圧力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤a低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦ

ＬＳＲ注水隔離弁の全開操作を実施する。 

⑤b低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を実施する。 

⑤c低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合） 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開

操作を実施する。 

 

 

 

 

 

炉圧力の指示値に関わ

らず系統構成を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系を新

設し，残留熱除去系配

管へ直接接続している

ため，他系統へのバイ

パス流防止措置は不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，接続 

口の隔離弁は原子炉建

物外側のみであり，操

作手順⑧にて開操作を

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 
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⑥d 高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

現場運転員 C及び Dは， 高圧炉心注水系注入弁(B)

及び高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)の全開操

作を実施する。 

⑥e 高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員 C 及び D は， 高圧炉心注水系注入弁(C)

及び高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)の全開操

作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

の配備，ホース接続及び起動操作を行い，可搬型代 

替注水ポンプ（A-2級）による送水準備完了を緊急時 

対策本部に報告する。また緊急時対策本部は当直長 

に報告する。 

 

容器注水流量調整弁の全開操作を実施する。 

       ⑤ｂ低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉建 

屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子 

炉注水弁，低圧炉心スプレイ系注入弁及び原子 

炉圧力容器注水流量調整弁の全開操作を実施す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ⑥発電長は，災害対策本部長代理に低圧代替注水 

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水す 

るための原子炉建屋原子炉棟内の系統構成が完 

了したことを報告する。 

 

 

 

 

⑦災害対策本部長代理は，発電長に低圧代替注水 

系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中 

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる 

送水開始を報告するとともに重大事故等対応要 

員に低圧代替注水系（可搬型）として使用する 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水 

大型ポンプの起動を指示する。 

       ⑧重大事故等対応要員は，低圧代替注水系（可搬 

型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ 

又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後， 

原子炉建屋西側接続口，高所西側接続口，高所 

東側接続口又は原子炉建屋東側接続口の弁を全 

開とし，低圧代替注水系（可搬型）として使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水するための原子炉建物

原子炉棟内の系統構成が完了したことを報告す

る。 

 

 

 

⑦緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水

系（可搬型）として使用する大量送水車による送

水開始を報告するとともに緊急時対策要員に低圧

原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量

送水車の起動を指示する。 

 

 

⑧a低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，Ｆ

ＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注水ライン流量調整弁の

全開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，系統構

成完了を手順⑦にて記

載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，ポンプ

起動依頼を手順②にて

記載 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，送水開

始報告を手順⑩にて記
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⑧当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が可搬型代替注 

水ポンプ（A－2級）の吐出圧力以下であることを確 

認後，中央制御室運転員に低圧代替注水系（可搬 

型）による原子炉圧力容器への注水確認を指示す 

る。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員が選 

択した送水ラインからの可搬型代替注水ポンプ（A－ 

2 級）による送水開始を緊急時対策本部に依頼する。 

⑩緊急時対策要員は，運転員が選択した送水ラインから 

送水するため，MUWC接続口外側隔離弁 1(B)，2(B)又 

は MUWC 接続口外側隔離弁 1(A)，2(A)のどちらかの 

全開操作を実施し，送水開始について緊急時対策本 

する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替 

注水大型ポンプにより送水を開始したことを災 

害対策本部長代理に報告する。また，災害対策 

本部長代理は，発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ⑨発電長は，運転員等に低圧代替注水系（可搬 

型）による原子炉圧力容器への注水の確認を指 

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型）として使用する大量送水車により送水を開始

したことを当直長に報告する。また，当直長は緊

急時対策本部に報告する。 

⑧b低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，Ｆ

ＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン流量調整弁の

全開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車により送水を開始

したことを当直長に報告する。また，当直長は緊

急時対策本部に報告する。 

⑧c低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注

水ライン止め弁の全閉操作を実施し，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車

を起動した後，可搬型バルブの全開操作を実施

し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車により送水を開始したことを当直

長に報告する。また，当直長は緊急時対策本部に

報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水確認を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急

時対策本部への送水開

始報告を当直長が行う 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報 

告する。 

⑪a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 Aは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを復水補給水系流量（RHR B系代替

注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告する。現場運転員

C及び Dは，中央制御室運転員の指示に基づき原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）か

ら原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 Aは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを復水補給水系流量（RHR A系代替

注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告する。現場運転員

C及び Dは，中央制御室運転員の指示に基づき原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）か

ら原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑪c 残留熱除去系(C)及び高圧炉心注水系(B)，(C)注入

配管使用の場合中央制御室運転員 Aは，原子炉圧力

容器への注水が開始されたことを原子炉水位指示値

の上昇により確認し，当直副長に報告する。現場運

転員 C及び Dは，中央制御室運転員の指示に基づき

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧代替注 

 

 

 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器へ 

の注水が開始されたことを低圧代替注水系原子 

炉注水流量（常設ライン用），（常設ライン狭 

帯域用）又は低圧代替注水系原子炉注水流量 

（可搬ライン用），（可搬ライン狭帯域用）指 

示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により 

確認し，発電長に報告するとともに原子炉圧力 

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から 

原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪発電長は，低圧代替注水系（可搬型）による原 

 

 

 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを低圧原子炉代替注水流量指示

値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告する。また，緊急時対策要員

は中央制御室運転員の指示に基づき原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子

炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へ

のスプレイを実施する場合は，原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに

必要な系統構成を行い，原子炉圧力容器への注

水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急 

時対策要員の弁操作に

より注水流量を調整 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉注水と格納容器スプ

レイの同時注水操作を

記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，西ま

たは南の接続口を使用

する場合の手順をまと

めて記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

 

 

 

・体制の相違 
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水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が開 

始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

ⅲ. 操作の成立性 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建屋での各注

入配管の系統構成を，交流電源が確保されている場合は

1 ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及び確

認者）及び現場運転員 2名にて，全交流動力電源が喪失

している場合は 1ユニット当たり中央制御室運転員 1名

及び現場運転員 2名にて作業を実施した場合の所要時間

は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

残留熱除去系(A)(B)注入配管使用の場合：約 25分 

残留熱除去系(C)注入配管使用の場合：約 65分 

高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合：約 30分 

高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合：約 55分 

子炉圧力容器への注水が開始されたことを災害 

対策本部長代理に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は作業開 

始を判断してから，低圧代替注水系（可搬型）による 

原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び 

所要時間は以下のとおり。 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，215 

分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，140 

分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，535 

分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告

する。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水操作のうち，運転員が実施する原子

炉建物原子炉棟内での各注入配管の系統構成を，交

流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１

名及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失して

いる場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２

名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとお

り。 

[交流動力電源が確保されている場合] 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低 

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低 

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を 

使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合：40分以内 

【東海第二】 

⑨の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ 

る注水経路の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 
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［全交流動力電源が喪失している場合］ 

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合：約 135分 

 

残留熱除去系(B)(C)注入配管使用の場合：約 85分 

高圧炉心注水系(B)(C)注入配管使用の場合：約 75分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，320 

分以内で可能である。 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所東側 

接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】（水 

源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故 

等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名にて 

作業を実施した場合，215分以内で可能である。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所西側 

接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】（水 

源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故 

等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名にて 

作業を実施した場合，165分以内で可能である。 

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉 

建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の場 

合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故 

等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名にて 

作業を実施した場合，535分以内で可能である。 

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉 

建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の場 

合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故 

等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名にて 

作業を実施した場合，320分以内で可能である。 

なお，発電用原子炉停止中の当直要員の体制におい 

て，上記の操作手順は，作業開始を判断してから低圧 

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとお 

り。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重 

 

 

[全交流動力電源が喪失している場合] 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用 

の場合：50分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用 

又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物 

内）使用（故意による大型航空機の衝突その他のテ 

ロリズムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 
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また，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外

での可搬型代替注水ポンプ（A－2級）による送水操作

に必要な 1ユニット当たりの要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

［防火水槽を水源とした送水］ 

緊急時対策要員 3名にて実施した場合：約 125分 

 

 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）］ 

緊急時対策要員 4名にて実施した場合：約 140分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）］ 

 

緊急時対策要員 6名にて実施した場合：約 330分 

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，215 

分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重 

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合， 

140分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重 

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，535 

分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重 

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合， 

320分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員

が実施する屋外での大量送水車による送水操作に必

要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 

 

 

  

 

 

 

 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 使用する水源，接続

口の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7】  

 島根２号炉は，常設

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

・体制及び運用の相違 

1.4-69



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水操作は，作業開始を判断してから低圧代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで約

330 分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水

ポンプ（A－2級）からのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.3－2，1.4.3－3，1.4.3－4，1.4.3－

7，1.4.3－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射 

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧代 

替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中 

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプからのホース 

の接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー 

スを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ 

ライトを用いることで，暗闇における作業性について 

も確保している。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

 

10分以内 

 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時間 

10分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判

断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水開始まで２時間 10分以内で

可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を

判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10分以内

で可能である。 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合の想定

時間は以下のとおり。 

 [交流動力電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40分以内] 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防

護具，照明及び通信設備等を整備する。低圧原子炉

代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中

電灯を用いることで暗闇における作業性についても

確保している。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－4） 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉注水から格納容器ス

プレイへの切替え操作

に要する時間を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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  島根２号炉は，配管

構成の相違による注水

経路の相違のため，高

圧炉心注水系配管を使 

用しない 

 

 (c) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却

系及び低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合において，代替

循環冷却系が使用可能な場合※１。 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプ

レッション・チェンバ）が確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系Ａ系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり（代替循環冷却系Ｂ系による原

子炉圧力容器への注水手順も同様。）。手順の対応フロ

ーを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図を第 1.4－

15図に，タイムチャートを第 1.4－16図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員 

等に代替循環冷却系Ａ系による原子炉圧力容器へ 

の注水準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系Ａ系 

による原子炉圧力容器への注水に必要な残留熱除 

去系Ａ系ミニフロー弁，残留熱除去系熱交換器 

（Ａ）出口弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイ 

パス弁及び残留熱除去系Ａ系注入弁の電源切替え 

操作を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系Ａ系 

による原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁の 

電源が確保されたことを状態表示にて確認する。 

また，ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が 

確保されていることを状態表示等にて確認する。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ａ系注 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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水配管分離弁，残留熱除去系Ａ系ミニフロー弁， 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁及び残留熱除 

去系熱交換器（Ａ）バイパス弁を全閉とするとと 

もに代替循環冷却系ポンプ（Ａ）入口弁及び代替 

循環冷却系Ａ系テスト弁を全開とする。 

⑤運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系ポン 

プ（Ａ）を起動し，代替循環冷却系ポンプ吐出圧 

力指示値が約 1.2MPa［gage］以上であることを確 

認した後，発電長に報告する。 

⑥発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］ 

以下であることを確認後，運転員等に代替循環冷 

却系Ａ系による原子炉圧力容器への注水の開始を 

指示する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ａ系注 

入弁の全開操作を実施した後，代替循環冷却系Ａ 

系注入弁の全開操作を実施するとともに，代替循 

環冷却系Ａ系テスト弁の全閉操作を実施する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への 

注水が開始されたことを代替循環冷却系原子炉注 

水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇 

により確認し，発電長に報告するとともに原子炉 

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）か 

ら原子炉水位高（レベル８）に維持する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は，運 

転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場 

合，作業開始を判断した後，冷却水を確保してか 

ら代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

開始まで 41分以内で可能である。 

さらに，発電用原子炉停止中の当直要員の体制 

においては，中央制御室対応は発電長の指揮のもと 

運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施し，作 

業開始を判断してから代替循環冷却系による原子炉 

圧力容器への注水開始まで 41分以内で可能であ 

る。 
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b. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.4.32図に示す。 

外部電源，代替交流電源設備等により交流電源が確保で

きた場合，復水貯蔵槽が使用可能であれば低圧代替注水系

（常設）により原子炉圧力容器へ注水する。復水貯蔵槽が

使用できない場合，消火系又は低圧代替注水系（可搬型）

により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

交流電源が確保できない場合，現場での手動操作により

系統構成を実施し，消火系又は低圧代替注水系（可搬型）

により原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所

構内（大湊側）で重大事故等へ対処するために消火系によ

る消火が必要な火災が発生していないこと及びろ過水タン

クの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，中央制御

室からの操作が可能であって，注水流量が多いものを優先し

て使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(B)注入配管（中央制御室からの操作

が可能） 

優先②：残留熱除去系(A)注入配管（中央制御室からの操作

が可能） 

優先③：残留熱除去系(C)注入配管 

優先④：高圧炉心注水系(B)注入配管 

   ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

対応手段の選択フローチャートを第 1.4－35図に示す。 

外部電源，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流 

電源設備により交流動力電源が確保できた場合，代替淡 

水貯槽が使用可能であれば低圧代替注水系（常設）によ 

り原子炉圧力容器へ注水する。代替淡水貯槽が使用でき 

ない場合，代替循環冷却系，消火系，補給水系又は低圧 

代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水す 

る。 

交流動力電源が確保できない場合，現場での手動操作 

により系統構成を実施し，消火系又は低圧代替注水系 

（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，重大 

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災 

が発生していないこと及びろ過水貯蔵タンク又は多目的 

タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

また，補給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間 

を要することから，消火系による原子炉圧力容器への注水 

ができず復水貯蔵タンクの使用可能が確認できた場合に実 

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第 1.4－33図に示す。 

外部電源，代替交流電源設備等により交流動力電源が確 

保できた場合，低圧原子炉代替注水槽が使用可能であれば 

低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注 

水する。低圧原子炉代替注水槽が使用できない場合，復水 

輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ 

り原子炉圧力容器へ注水する。 

 

交流動力電源が確保できない場合，現場での手動操作に 

より系統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

により原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所 

構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必 

要な火災が発生していないこと及び補助消火水槽又はろ過 

水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水を実施する際の注入配管の選択は，注水流量が多

いものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（注水流量 

が多い） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

また，復水輸送系又は消火系による原子炉圧力容器への

注水を実施する際の注入配管の選択は，中央制御室からの

操作が可能であるものを優先して使用する。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 ④の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジの切り替え操

作は不要 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の場合は

使用する系統により優

先する考え方が異なる

ので分割して記載 

1.4-73



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

優先⑤：高圧炉心注水系(C)注入配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時の対応手順 

a. 復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水ができない場合は，常設代替交流電源設備又は第二

代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し，原

子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を

確保することで，残留熱除去系（低圧注水モード）にて原

子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

なお，常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備

に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

 

 

 

 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により

非常用高圧母線 C系又は D系の受電が完了し，残留熱除去

 

 

 

 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を実施 

する際の系統の選択は，常設低圧代替注水系ポンプによ 

る代替格納容器スプレイ冷却系と配管を共有しない系統 

を優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：代替循環冷却系Ａ系 

優先②：代替循環冷却系Ｂ系 

（添付資料 1.4.5，添付資料 1.4.6） 

 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉圧力 

容器への注水 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故障に 

より，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ 

イ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は， 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源 

装置により残留熱除去系（低圧注水系）の電源を復旧 

し，残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残留熱 

除去系海水系により冷却水を確保することで，残留熱除 

去系（低圧注水系）にて原子炉圧力容器へ注水を実施す 

る。 

なお，常設代替交流電源設備として使用する常設代替 

高圧電源装置に関する手順等は「1.14 電源の確保に関 

する手順等」にて整備する。 

また，残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残 

留熱除去系海水系に関する手順については，「1.5 最 

終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備 

する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源 

装置により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（中央制御室からの 

操作が可能） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

優先③：残留熱除去系(Ｃ)注入配管 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.5） 

 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補 

機海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系（低圧 

注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力 

容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設備 

として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系 

（低圧注水モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系 

（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却 

系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（低圧 

注水モード）にて原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機に関する手順等は「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系に関する手順について

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手

順等」にて整備する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

ン発電機を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①⑥の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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系（低圧注水モード）が使用可能な状態※1に復旧された場

合。 

 

 

※1: 設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプ

レッション・チェンバ）が確保されている状態。 

 

 

ⅱ. 操作手順 

残留熱除去系(B)（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水手順の概要は以下のとおり（残留熱除去

系(A)（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水手

順も同様)。概要図を第 1.4.25図に，タイムチャートを第

1.4.26図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室

運転員に残留熱除去系(B)（低圧注水モード）による原子

炉圧力容器への注水準備開始を指示する。 

 

②中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系(B)（低圧注

水モード）の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器

の電源が確保されていること，並びに補機冷却水が確保

されていることを状態表示にて確認する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本

部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電

機の負荷容量確認を依頼し，残留熱除去系(B)（低圧注水

モード）が使用可能か確認する。 

 

④中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系ポンプ(B)の

起動操作を実施し，残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力指示

値が規定値以上であることを確認後，当直副長に残留熱

除去系(B)（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への

注水準備完了を報告する。 

 

 

／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受電が完了し，残留熱除去系 

（低圧注水系）が使用可能な状態※１に復旧された場合。 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレ 

ッション・チェンバ）が確保されている状態。 

 

 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系（低圧注水系）Ａ系電源復旧後の原子炉圧 

力容器への注水手順の概要は以下のとおり（残留熱除去系 

（低圧注水系）Ｂ系又は残留熱除去系（低圧注水系）Ｃ系 

による原子炉圧力容器への注水手順も同様。）。概要図を 

第 1.4－21図に，タイムチャートを第 1.4－22図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に 

残留熱除去系（低圧注水系）Ａ系による原子炉圧力容 

器への注水準備開始を指示する。 

 

②運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（低圧注水  

系）Ａ系の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の 

電源が確保されていること，並びに冷却水が確保されて 

いることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポンプ 

（Ａ）の起動操作を実施し，残留熱除去系ポンプ吐出 

圧力指示値が 0.81MPa［gage］以上であることを確認 

後，発電長に残留熱除去系（低圧注水系）Ａ系による 

原子炉圧力容器への注水準備完了を報告する。 

 

 

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系

（低圧注水モード）が使用可能な状態※１に復旧され

た場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水 

源（サプレッション・チェンバ）が確保され 

ている状態。 

 

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後

の原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り（Ｂ及びＣ－残留熱除去系（低圧注水モード）に

よる原子炉圧力容器への注水手順も同様）。概要図

を第 1.4－20図に，タイムチャートを第 1.4－21図

に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員にＡ－残留熱除去系（低圧注水モー

ド）による原子炉圧力容器への注水準備開始を指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（低圧

注水モード）の起動に必要なポンプ，電動弁及び

監視計器の電源が確保されていること，並びに補

機冷却水が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）が

使用可能か確認する。 

 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの

起動操作を実施し，Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧

力指示値が規定値以上であることを確認後，当直

副長にＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る原子炉圧力容器への注水準備完了を報告する。 

 

 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

対策本部にて負荷容量

確認を実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が残留熱除去系ポ

ンプ(B)の吐出圧力以下であることを確認後，中央制御室

運転員に，残留熱除去系（低圧注水モード）による原子

炉圧力容器への注水開始を指示する。 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(B)を

全開として原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注水 

が開始されたことを残留熱除去系(B)系統流量指示値の上 

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長 

に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水 

位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維 

持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への

注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする

場合は，残留熱除去系注入弁(B)を全閉後，残留熱除去系

格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷

却ライン隔離弁(B)を全開してスプレイを実施する。 

 

 

 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原

子炉圧力容器への注水開始まで 15分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

④発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］以下 

であることを確認後，運転員等に，残留熱除去系（低 

圧注水系）による原子炉圧力容器への注水開始を指示 

する。 

 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ａ系注入 

弁を全開として原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水 

が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示値の上 

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電長 

に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉 

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の 

間で維持する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧 

力容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器内に 

スプレイする場合は，残留熱除去系Ａ系注入弁を全閉 

後，残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除 

去系Ａ系Ｓ／Ｃスプレイ弁を全開してスプレイを実施 

する。 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は，運転員 

等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，作業開 

始を判断してから残留熱除去系（低圧注水系）による原 

子炉圧力容器への注水開始まで 2分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が残留熱除

去ポンプの出口圧力以下であることを確認後，中

央制御室運転員にＡ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード）による原子炉圧力容器への注水開始を指示

する。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全開

として原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことをＡ－残留熱除去ポンプ出口流

量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇によ

り確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から

原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力

容器への注水が不要となる間，原子炉格納容器

内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を

全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ

弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁を全開して

Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施す

る。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水開始まで 10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子

炉格納容器へのスプレイ開始まで 10分以内で可能で

 島根２号炉の吐出圧

力の規定値は添付資料 

1.4.7にて記載 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力の指示値は添付資

料 1.4.7にて記載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子
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なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央

制御室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員 1名

にて作業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，発電用原子炉停止中の当直要員の体制において 

は，中央制御室対応は発電長の指揮のもと運転員等（当 

直運転員）1名にて作業を実施し，作業開始を判断して 

から残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器 

への注水開始まで 2分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器 

への注水 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故 

障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉 

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ 

ない場合は，常設代替交流電源設備として使用する 

常設代替高圧電源装置により低圧炉心スプレイ系の 

電源を復旧し，残留熱除去系海水系，緊急用海水系 

又は代替残留熱除去系海水系により冷却水を確保す 

ることで，低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧力容器 

へ注水を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用する常設 

代替高圧電源装置に関する手順等については， 

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す 

る。 

また，残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代 

替残留熱除去系海水系に関する手順については， 

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順 

等」にて整備する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.4－5） 

 

 

 

 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への

注水 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補 

機海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系（低圧 

注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力 

容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設備 

として使用するガスタービン発電機により低圧炉心スプ 

レイ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機 

海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却 

水を確保することで，低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧 

力容器への注水を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機に関する手順等については「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系に関する手順について

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手

順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

炉注水から格納容器ス

プレイへの切替え操作

に要する時間を記載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，プラ

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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電源装置により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ 

ＣからＭ／Ｃ ２Ｃの受電が完了し，残留熱除去系 

（低圧注水系）が復旧できず，低圧炉心スプレイ系が 

使用可能な状態※１に復旧された場合。 

 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サ 

プレッション・チェンバ）が確保されている状 

態。 

ン発電機を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系

（低圧注水モード）が復旧できず，低圧炉心スプレ

イ系が使用可能な状態に※１復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水

源（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態。 

 

 

 

 ⅱ) 操作手順 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器 

への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 

1.4－23図に，タイムチャートを第 1.4-24図に示 

す。 

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器

への注水手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図

に，概要図を第 1.4－22図に，タイムチャートを第

1.4－23図に示す。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 ①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員 

等に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ 

の注水準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系 

の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電 

源が確保されていること並びに冷却水が確保され 

ていることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系 

ポンプの起動操作を実施し，低圧炉心スプレイ系 

ポンプ吐出圧力指示値が 1.66MPa［gage］以上で 

あることを確認後，発電長に低圧炉心スプレイ系 

による原子炉圧力容器への注水準備完了を報告す 

る。 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に低圧炉心スプレイ系による原子炉

圧力容器への注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ系の起

動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が

確保されていること並びに補機冷却水が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，低圧炉心スプレイ系が使用可能か確認す

る。 

④中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ・ポン

プの起動操作を実施し，低圧炉心スプレイポンプ

出口圧力指示値が規定値以上であることを確認

後，当直副長に低圧炉心スプレイ系による原子炉

圧力容器への注水準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

対策本部にて負荷容量

確認を実施 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の吐出圧

力の規定値は添付資料 

1.4.7にて記載 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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④発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］ 

以下であることを確認後，運転員等に低圧炉心ス 

プレイ系による原子炉圧力容器への注水の開始を 

指示する。 

 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系 

注入弁を全開として原子炉圧力容器への注水を開 

始する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への 

注水が開始されたことを低圧炉心スプレイ系系統 

流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇に 

より確認し，発電長に報告するとともに原子炉圧 

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から 

原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧炉心

スプレイ・ポンプの出口圧力以下であることを確

認後，中央制御室運転員に，低圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水の開始を指示す

る。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＬＰＣＳ注水弁を全開と

して原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを低圧炉心スプレイポンプ出口

流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）か

ら原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力の指示値は添付資

料 1.4.7にて記載 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 ⅲ) 操作の成立性 

発電用原子炉運転中において，上記の操作は，運 

転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場 

合，作業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系に 

よる原子炉圧力容器への注水開始まで 2分以内で可 

能である。 

なお，発電用原子炉停止中の当直要員の体制にお 

いては，中央制御室対応は発電長の指揮のもと運転 

員等（当直運転員）1名にて作業を実施し，作業開 

始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉 

圧力容器への注水開始まで 2分以内で可能である。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10

分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.4－6） 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，プラ

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性について記載 
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b. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.4.32図に示す。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により交流

電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれ

ば残留熱除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注

水する。原子炉補機冷却系の運転ができない場合，代替原子炉

補機冷却系を設置し，残留熱除去系（低圧注水モード）により

原子炉圧力容器へ注水するが，代替原子炉補機冷却系の設置に

時間を要することから，低圧代替注水系（常設）等による原子

炉圧力容器への注水を並行して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）による発電用原子炉からの除熱を実施する。 

 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉

心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した

場合，格納容器下部注水系により原子炉格納容器下部へ注水

することで落下した溶融炉心を冷却するが，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が残存した場合は，低圧代替注水により原子炉

圧力容器へ注水することで残存した溶融炉心を冷却し，原子

炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制する。 

 

a. 低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※ 1に

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第 1.4－35図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源 

装置により交流動力電源が確保できた場合，残留熱除去系 

海水系の運転が可能であれば残留熱除去系（低圧注水系） 

により原子炉圧力容器へ注水する。また，残留熱除去系  

（低圧注水系）が復旧できず，残留熱除去系海水系の運転 

が可能であれば低圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器 

へ注水する。 

 

 

残留熱除去系海水系の運転ができない場合，緊急用海 

水系を運転し，残留熱除去系（低圧注水系）により原子 

炉圧力容器へ注水する。緊急用海水系の運転ができない 

場合，代替残留熱除去系海水系を設置し，残留熱除去系 

（低圧注水系）による原子炉圧力容器へ注水するが，代替 

残留熱除去系海水系の設置に時間を要することから，低圧 

代替注水系（常設）等による原子炉圧力容器への注水を並 

行して実施する。原子炉運転停止後は，残留熱除去系（原 

子炉停止時冷却系）による原子炉除熱を実施する。 

 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉 

心が原子炉圧力容器を破損しペデスタル（ドライウェル部） 

へ落下した場合，格納容器下部注水系によりペデスタル（ド 

ライウェル部）へ注水することで落下した溶融炉心を冷却す 

るが，原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は，低圧 

代替注水により原子炉圧力容器へ注水することで残存した溶 

融炉心を冷却し，原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放 

熱を抑制する。 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１に 

ｂ. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第 1.4－33図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電 

機により交流動力電源が確保できた場合，原子炉補機冷却 

系（原子炉補機海水系を含む。）の運転が可能であれば残 

留熱除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注 

水する。また，残留熱除去系（低圧注水モード）が復旧で 

きず，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の 

運転が可能であれば，低圧炉心スプレイ系により原子炉圧 

力容器へ注水する。 

 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転 

ができない場合，原子炉補機代替冷却系を設置し，残留熱 

除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注水す 

るが，原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要することか 

ら，低圧原子炉代替注水系（常設）等による原子炉圧力容 

器への注水を並行して実施する。 

 

発電用原子炉停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷 

却モード）による発電用原子炉からの除熱を実施する。 

 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉

心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した

場合，ペデスタル代替注水系により原子炉格納容器下部へ注

水することで落下した溶融炉心を冷却するが，原子炉圧力容

器内に溶融炉心が残存した場合は，低圧代替注水により原子

炉圧力容器へ注水することで残存した溶融炉心を冷却し，原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制する。 

 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の

冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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より原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合※ 2。 

※1: ｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣

は，原子炉圧力指示値の低下，格納容器内圧力指

示値の上昇，ドライウェル雰囲気温度指示値の上

昇により確認する。 

 

 

 

※2: 原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉格納容

器下部への注水に必要な流量（140m3/h，35～

70m3/h）が確保され，更に低圧代替注水系（常

設）により原子炉圧力容器への注水に必要な流量

（30m3/h）が確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合には溶融

炉心の冷却を優先し効果的な注水箇所を選択する。 

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低 

圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水が 

可能な場合※２。 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下 

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ 

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温 

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器 

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の 

喪失により確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデスタル 

（ドライウェル部）への注水に必要な流量（130m３ 

／h，80m３／h）が確保され，更に低圧代替注水 

系（常設）により原子炉圧力容器への注水に必要 

な流量（14m３／h～50m３／h）が確保できる場 

合。なお，十分な注水流量が確保できない場合に 

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先する。 

（添付資料 1.4.7） 

 

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しない 

 

 

 

ⅱ. 操作手順 

低圧代替注水系(常設)による残存溶融炉心の冷却につ

いては，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器への注水」の操作手順のうち，残留熱除去

系(B)注入配管及び残留熱除去系(A)注入配管を使用した

手順と同様である。 

なお， 手順の対応フローを第 1.4.6 図に示す。ま

た， 概要図は第 1.4.7 図， タイムチャートは第 1.4.8 

図と同様である。 

 

ⅱ) 操作手順  

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

については，｢(1)ａ．(a) 低圧代替注水系（常設） 

による原子炉圧力容器への注水｣の操作手順と同様で 

ある。 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4－7図に示す。ま 

た，概要図は第 1.4－8図，タイムチャートは第 1.4 

－9図と同様である。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉

心の冷却については，「(1)ａ.(a)低圧原子炉代替注

水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」の操

作手順と同様である。 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6図に示す。ま

た，概要図は第 1.4－7図，タイムチャートは第 1.4

－8図と同様である。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の違いによ

る注水経路の相違 

 

 

ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから低圧代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水開始までの所要時間は以下のとお

り。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2 名にて作 

業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧代替 

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始ま 

で 9分以内で可能である。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧原 

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への 

注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下の 

とおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて 

 

・運用及び体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 
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残留熱除去系(B)注入配管使用の場合:12分以内 

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合:12分以内 

 

 

その後，現場運転員 2名にて復水移送ポンプの水源確

保操作を実施した場合，15分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように， 移動経路を確保し， 防護

具， 照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

（添付資料 1.4.3－1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

作業を実施した場合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場 

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて 

作業を実施した場合，35分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように， 移動経路を確保し， 防 

護具， 照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通 

常運転時と同程度である。 

 

（添付資料 1.4.4－1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の違いによ 

る注水経路の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替え操

作は不要 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場

操作があるため記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性について記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１に 

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合において， 

低圧代替注水系（常設）が使用できず，代替循環冷却 

系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合※２。 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下 

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ 

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温 

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器 

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の 

喪失により確認する。 

※2：代替循環冷却系により原子炉格納容器内へのスプ 

レイに必要な流量（150m３／h）を確保し，さらに 

原子炉圧力容器への注水量（100m３／h）が確保で 

きる場合。 

（添付資料 1.4.7） 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却について 

は，｢(1)ａ．(c) 代替循環冷却系による原子炉圧力容 

器への注水｣の操作手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－7図に示す。概 

要図は第 1.4－15図，タイムチャートは第 1.4－16 

図と同様である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2 名にて作 

業を実施した場合，作業開始を判断してから代替循環 

冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで 41分以 

内で可能である。 

 

(d) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１ 

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい 

て，低圧代替注水系（常設），代替循環冷却系及び消 

火系が使用できず，補給水系による原子炉圧力容器へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用できず，

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が可能な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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の注水が可能な場合※２。 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落 

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計 

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部 

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格 

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用） 

指示値の喪失により確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデスタル 

（ドライウェル部）への注水に必要な流量（130m 

３／h，80m３／h）が確保され，更に補給水系によ 

り原子炉圧力容器への注水に必要な流量（14m３／ 

h～50m３／h）が確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合には， 

原子炉格納容器内へのスプレイを優先する。 

（添付資料 1.4.7） 

 

ⅱ) 操作手順 

補給水系による残存溶融炉心の冷却については，｢(1) 

ａ．(e) 補給水系による原子炉圧力容器への注水｣の操 

作手順と同様である。 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4－7図に示す。ま 

た，概要図は第 1.4－19図，タイムチャートは第 1.4－ 

20図と同様である。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び重大 

事故等対応要員 4名にて作業を実施した場合，作業開始 

を判断してから補給水系による原子炉圧力容器への注水 

開始まで 110分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線 

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通 

常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却について

は，「 (1)ａ.(b)復水輸送系による原子炉圧力容器

への注水」の操作手順のうち残留熱除去系(Ａ)注入

配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6図に示す。ま

た，概要図は第 1.4－9図，タイムチャートは第 1.4

－10図と同様である。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系

による原子炉圧力容器への注水開始まで 20分以内で

可能である。 

 

 

 

（添付資料 1.4.4-2） 

 ④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器破損

判断のマネジメントの

相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，現場

操作がないため記載し

ていない 
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(b) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※ 1 に

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，

低圧代替注水系（常設）が使用できず，消火系による

原子炉圧力容器への注水が可能な場合※ 2。ただし，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な

火災が発生していない場合。 

 

※1: ｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣

は，原子炉圧力指示値の低下，格納容器内圧力指

示値の上昇，ドライウェル雰囲気温度指示値の上

昇により確認する。 

 

 

 

 

※2: 原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉格納容

器下部への注水に必要な流量（140m3/h，35～

70m3/h）が確保され，更に消火系により原子炉圧力

容器への注水に必要な流量（30m3/h）が確保できる

場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合は溶融炉

心の冷却を優先し効果的な注水箇所を選択する。 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１ 

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい 

て，低圧代替注水系（常設）及び代替循環冷却系が使 

用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水が可 

能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために 

消火系による消火が必要な火災が発生していない場 

合。 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下 

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ 

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温 

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器 

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の 

喪失により確認する。 

 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデスタル 

（ドライウェル部）への注水に必要な流量（130m 

３／h，80m３／h）が確保され，更に消火系により 

原子炉圧力容器への注水に必要な流量（14m３／h 

～50m３／h）が確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合は原子 

炉格納容器内へのスプレイを優先する。 

（添付資料1.4.7） 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復水輸送系

が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するた

めに消火系による消火が必要な火災が発生していな

い場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器破損

判断のマネジメントの

相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しない 

 

 

 

ⅱ. 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については，

「(1)a.(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水」の

操作手順のうち， 残留熱除去系(B)注入配管又は残留熱

除去系(A)注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4.6図に示す。また，

概要図は第 1.4.20 図，タイムチャートは第 1.4.21図

と同様である。 

ⅱ) 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については， 

｢(1)ａ．(d) 消火系による原子炉圧力容器への注 

水｣の操作手順と同様である。 

 

              なお，手順の対応フローを第 1.4－7図に示す。ま 

た，概要図は第 1.4－17図，タイムチャートは第 

1.4－18図と同様である。 

ⅱ 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については，

「(1)ａ.(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」

の操作手順のうち，残留熱除去系(Ａ)注入配管を使

用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6図に示す。ま

た，概要図は第 1.4－12図，タイムチャートは第 1.4

－13図と同様である。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，遠隔 

にて操作可能なものは

残留熱除去系（A）注入

配管のみ 
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ⅲ. 操作の成立性 

残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)の注入配管を使

用した消火系による原子炉圧力容器への注水操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及び確認

者），現場運転員 2名及び 5号炉運転員 2名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原

子炉圧力容器への注水開始まで約 30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

（添付資料 1.4.3－5） 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名にて 

作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火 

系による原子炉圧力容器への注水開始まで 56分以内 

で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放 

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室 

温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから消火系によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで 25分以内で可能

である。 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.4.4－3） 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

操作のみのため記載し

ていない 

 

(c) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

（淡水/海水） 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※ 1 に

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，

低圧代替注水系（常設）及び消火系が使用できず，低

圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合※ 2。 

※1: ｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣

は，原子炉圧力指示値の低下，格納容器内圧力指

示値の上昇，ドライウェル雰囲気温度指示値の上

昇により確認する。 

 

 

 

 

※2: 原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉格納容

器下部への注水に必要な流量（140m3/h，35～

70m3/h）が確保され，更に低圧代替注水系（可搬

型）により原子炉圧力容器への注水に必要な流量

（30m3/h）が確保できる場合。 

 

なお，十分な注水流量が確保できない場合は溶融炉

(e) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

（淡水／海水） 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１ 

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい 

て，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器 

への注水が可能な場合※２。 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下 

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ 

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温 

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器 

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の 

喪失により確認する。 

 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデスタル 

（ドライウェル部）への注水に必要な流量（130m 

３／h，30m３／h～80m３／h）が確保され，更に低圧 

代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器への 

注水に必要な流量（14m３／h～50m３／h）が確保 

できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合は原 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心

の冷却（淡水／海水） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器破損

判断のマネジメントの

相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しない 
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心の冷却を優先し効果的な注水箇所を選択する。 

 

 

ⅱ. 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷

却については，「(1)a.(b)低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水（淡水/海水）」の操作

手順（交流電源が確保されている場合）のうち，残留

熱除去系(B)注入配管又は残留熱除去系(A)注入配管を

使用した手順と同様。ただし，MUWC接続口内側隔離弁

の操作については，リンク機構を取り外さず，MUWC 接

続口内側隔離弁(B)の場合は屋外（緊急時対策要員）に

て，MUWC接続口内側隔離弁(A)の場合は非管理区域

（運転員）にて遠隔手動弁操作設備を使用して行う。 

なお，手順の対応フローを第 1.4.6図に示す。ま

た，概要図は第 1.4.12図，タイムチャートは第 1.4.17

図及び第 1.4.27図に示す。 

 

ⅲ. 操作の成立性 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷

却操作のうち，運転員が実施する原子炉建屋での各注

入配管の系統構成を 1ユニット当たり中央制御室運転

員 2名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2名にて

作業を実施した場合の所要時間は以下のとおり。 

残留熱除去系(A)(B)注入配管使用の場合：約20分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉格納容器内へのスプレイを優先する。 

（添付資料1.4.7） 

 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

については，｢(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）｣の操作 

手順【交流動力電源が確保されている場合】と同様であ 

る。 

 

 

 

 

 

     なお，手順の対応フローを第1.4－7図に示す。概要図 

は第1.4－10図，タイムチャートは第1.4－11図と同様で 

ある。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから低圧代替注水 

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの 

必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融

炉心の冷却については，「(1)ａ.(d)低圧原子炉代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水/海水）」の操作手順（交流電源が確保されて

いる場合）の手順と同様である。 

 

 

 

 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6図に示す。ま

た，概要図は第 1.4－15図，タイムチャートは第 1.4

－16図及び第 1.4－17図と同様である。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融

炉心の冷却操作のうち，運転員が実施する各注入配

管の系統構成を中央制御室運転員１名及び現場運転

員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下の

とおり。 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）， 

 低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又 

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物 

内）を使用の場合］ 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

 

 

 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場 

合：40分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，交流 

電源がある場合は，原

子炉建物内の弁操作は

不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可
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また，低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉

心の冷却操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外

での低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の

冷却操作に必要な1ユニット当たりの要員数及び所要時

間は以下のとおり。 

 

［防火水槽を水源とした送水］ 

緊急時対策要員 3 名にて実施した場合：約 125分 

 

 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）］ 

緊急時対策要員 4 名にて実施した場合：約 140分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）］ 

 

緊急時対策要員6名にて実施した場合：約330分 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷

却操作は，作業開始を判断してから低圧代替注水系

（可搬型）による残存溶融炉心の冷却開始まで約 330

分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残

存溶融炉心の冷却操作のうち，緊急時対策要員が実

施する屋外での低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる残存溶融炉心の冷却操作に必要な要員数及び想

定時間は以下のとおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用の場合] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間 10 

分以内 

 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用の場合（故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時間 

10分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融

炉心の冷却操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断

してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残

存溶融炉心の冷却開始まで２時間 10分以内で可能で

ある。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断して

から低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却開始まで３時間 10分以内で可能であ

る。 

能な設備を設置 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 使用する水源，接続

口の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7】  

 島根２号炉は，常設

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整理 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ（A－2級）からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

 

（添付資料1.4.3－2） 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重大 

事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，215分 

以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用 

した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注水の 

場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重大 

事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，140分 

以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：代替淡水貯槽） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重大 

事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，535分 

以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使 

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器へ 

の注水の場合）】（水源：西側淡水貯水設備） 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重大 

事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，320分 

以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線 

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧代替注 

水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポン 

プ及び可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続 

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保 

していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤラ 

イトを用いることで，暗闇における作業性についても確 

保している。室温は通常運転時と同程度である。 

 

（添付資料1.4.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防

護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子

炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十

分な作業スペースを確保していることから，容易に

実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中

電灯を用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。室温は通常運転時と同程度であ

る。 

(添付資料 1.4.4－4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，大量

送水車のみで注水する 
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b. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4.32図に示す。 

代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合，

復水貯蔵槽が使用可能であれば低圧代替注水系（常設）に

より原子炉圧力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却す

る。復水貯蔵槽が使用できない場合，消火系又は低圧代替

注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水し，残存し

た溶融炉心を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，消火系による原子炉圧力容器へ注水は，発電所構内

（大湊側）で重大事故等へ対処するために消火系による消火

が必要な火災が発生していないこと及びろ過水タンクの使用

可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，注水流量

が多いものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

対応手段の選択フローチャートを第1.4－35図に示す。 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備に 

より交流動力電源が確保できた場合，代替淡水貯槽が使 

用可能であれば低圧代替注水系（常設）により原子炉圧 

力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却する。代替淡 

水貯槽が使用できない場合，代替循環冷却系，消火系， 

補給水系又は低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧 

力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却する。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への 

注水手段については，低圧代替注水系（常設）による原 

子炉圧力容器への注水手段と同時並行で準備する。 

 

また，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可 

搬型），代替循環冷却系，消火系及び補給水系の手段の 

うち原子炉圧力容器への注水可能な系統1系統以上を起動 

し，注水のための系統構成が完了した時点で，その手段 

による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器へ注水は，重大事 

故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が 

発生していないこと及びろ過水貯蔵タンク又は多目的タ 

ンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

また，補給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間   

を要することから，消火系による原子炉圧力容器への注水 

ができず復水貯蔵タンクの使用可能が確認できた場合に実 

施する。 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第1.4－33図に示す。 

代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合， 

低圧原子炉代替注水槽が使用可能であれば低圧原子炉代替 

注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注水し，残存した 

溶融炉心を冷却する。低圧原子炉代替注水槽が使用できな 

い場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系 

（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水し，残存した溶融 

炉心を冷却する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水手段については，低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水手段と同時並行で準備す

る。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替

注水系（可搬型），復水輸送系，消火系の手段のうち原子

炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上を起動し，注水

のための系統構成が完了した時点で，その手段による原子

炉圧力容器への注水を開始する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所

構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必

要な火災が発生していないこと及び補助消火水槽又はろ過

水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水を実施する際の注入配管の選択は，注水流量が多いもの

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は閉止フ

ランジの切り替え操作

は不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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優先① ： 残留熱除去系(B)注入配管 

 

優先② ： 残留熱除去系(A)注入配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を実施 

する際の系統の選択は，常設低圧代替注水系ポンプによ 

る代替格納容器スプレイ冷却系と配管を共有しない系統 

を優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：代替循環冷却系Ａ系  

優先②：代替循環冷却系Ｂ系 

（添付資料1.4.5，添付資料1.4.6） 

を優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（注水流量 

が多い） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

 

島根２号炉は，溶融

炉心が原子炉圧力容器

内に残存する場におい

て，注水配管の選択が

可能なのは低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

のみ 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

 

発電用原子炉停止中に低圧注水系が機能喪失した場合の対応

手順については「1.4.2.1(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(b) 低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水/海

水）」及び「1.4.2.1(1)a.(c) 消火系による原子炉圧力容器へ

の注水」の対応手順と同様である。 

 

 

 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4.5 図に示す。 

 

 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

発電用原子炉停止中に原子炉圧力容器への注水する機能 

が喪失した場合の対応手順については「1.4.2.1(1)ａ． 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への 

注水」，「1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬 

型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」， 

「1.4.2.1(1)ａ．(c) 代替循環冷却系による原子炉圧力 

容器への注水」，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 消火系による原 

子炉圧力容器への注水」及び「1.4.2.1(1)ａ．(e) 補給 

水系による原子炉圧力容器への注水」の対応手順と同様で 

ある。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－5図及び 1.4－6図に 

示す。 

 

ｂ．原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による崩壊熱 

除去機能が喪失した場合，非常用電源が使用可能であ 

れば原子炉冷却材浄化系ポンプを起動して原子炉除熱 

を実施する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉 

除熱ができない場合において，原子炉冷却材浄化系が 

使用可能な場合※１。 

※1：設備に異常がなく，電源及び冷却水が確保され 

ている場合。 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

原子炉冷却材浄化系による原子炉除熱手順の概要は 

以下のとおり。概要図を第 1.4－25図に，タイムチャ 

ートを第 1.4－26図に示す。 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

発電用原子炉停止中に原子炉圧力容器へ注水する機能が 

喪失した場合の対応手順については，「1.4.2.1(1)a.(a)低 

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注 

水」，「1.4.2.1(1)a.(b)復水輸送系による原子炉圧力容器 

への注水」，「1.4.2.1(1)a.(c)消火系による原子炉圧力容 

器への注」，「1.4.2.1(1)a.(d)低圧原子炉代替注水系（可 

搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」の 

対応手順と同様である。 

 

 

なお，手順の対応フローを第 1.4－5図に示す。 

 

 

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊 

熱除去機能が喪失した場合，非常用電源が使用可能であ 

れば原子炉浄化補助ポンプを起動して原子炉除熱を実施 

する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

         残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)による原子 

炉除熱ができない場合において，原子炉浄化系が使用

可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び冷却水が確保さ 

れており，原子炉水位指示値が原子炉水位低 

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の 

間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値 

以下の状態。 

 

      ⅱ 操作手順 

 原子炉浄化系による原子炉除熱手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.4－24図に，タイムチャートを

第 1.4－25図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉水位及び原子炉圧力

の基準についても記載 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等 

に原子炉冷却材浄化系による原子炉除熱の準備開始 

を指示する。 

②運転員等は中央制御室及び原子炉建屋付属棟にて， 

原子炉保護系電源の復旧を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，格納容器隔離を復旧す 

る。 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系に 

よる原子炉除熱に必要なポンプ，電動弁及び監視計 

器の電源が確保されていること並びに冷却水が確保 

されていることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉冷却材 

浄化系非再生熱交換器温度調整弁の温度設定が 40℃ 

であることを確認する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系吸 

込弁が全開であることを確認する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系内 

側隔離弁，原子炉冷却材浄化系外側隔離弁及び原子 

炉冷却材浄化系ミニフロー弁を全開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧運転員等は，発電長に原子炉冷却材浄化系による原 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

の準備開始を指示する。 

         

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電

用原子炉からの除熱に必要なポンプ，電動弁及び

監視計器の電源並びに補機冷却水が確保されてい

ること，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベ

ル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持

されていること，原子炉圧力指示値が規定値以下

であることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電

用原子炉からの除熱の系統構成として，再生熱交

管側入口弁の全閉，補助熱交入口弁，フィルタバ

イパス弁，循環ポンプバイパス弁の全開，ＣＵＷ

非再生熱交出口温度調節弁，系統流量調節弁の調

整開操作を実施する。また，格納容器隔離を復旧

後，ＣＵＷ入口内側隔離弁，ＣＵＷ入口外側隔離

弁，補助ポンプ入口弁の全開操作を実施する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＣＵＷ脱塩装置バイパス

弁の全開操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，格納

容器隔離の復旧操作を

手順③にて実施 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉水位及び原子炉圧力

についても確認する 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，当該

弁はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 
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子炉除熱の準備が完了したことを報告する。 

 

⑨発電長は，運転員等に原子炉冷却材浄化系ポンプ 

（Ａ）及び原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）の起動を 

指示する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系ポ 

ンプ（Ａ）メカシールパージ水ライン仕切弁を全開と 

する。 

⑪運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉冷却材 

浄化系ポンプ（Ａ）メカシールパージ水ライン調整 

弁を調整開とし，メカシールパージ流量を調整す 

る。 

⑫運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系ポ 

ンプ（Ａ）を起動し，原子炉冷却材浄化系系統流量 

指示値の上昇を確認する。 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系フ 

ィルタ脱塩器バイパス弁を調整開とし，原子炉冷却 

材浄化系ミニフロー弁を全閉とする。 

 

⑭運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系ポ 

ンプ（Ｂ）メカシールパージ水ライン仕切弁を全開 

とする。 

⑮運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉冷却材 

浄化系ポンプ（Ｂ）メカシールパージ水ライン調整弁 

を調整開とし，メカシールパージ流量を調整する。 

⑯運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系ポ 

ンプ（Ｂ）を起動し，原子炉冷却材浄化系フィルタ 

脱塩器バイパス弁を調整開とする。 

      ⑰運転員等は，原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ａ）及び  

原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）の起動が完了したこ 

とを発電長に報告する。 

⑱発電長は，運転員等に原子炉冷却材浄化系再生熱交 

換器のバイパス運転による原子炉除熱を指示する。 

⑲運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉冷却材 

浄化系再生熱交換器バイパス弁を全開とする。 

用原子炉からの除熱の準備が完了したことを当直

副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に原子炉浄化系に

よる発電用原子炉からの除熱開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化補助ポンプの

起動操作を実施し，出口圧力が上昇したことを出

口圧力計にて確認後，補助ポンプ出口弁の全開操

作を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自給

水でメカパージを実施 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，発電 

用原子炉停止中におけ 

る原子炉浄化系による

除熱においては，低圧

の原子炉浄化補助ポン

プを使用 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自給

水でメカパージを実施 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，発電 

用原子炉停止中におけ

る原子炉浄化系による

除熱においては，低圧

の原子炉材浄化補助ポ

ンプを使用 

・設備の相違 

【東海第二】 
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⑳運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材浄化系原 

子炉戻り弁を全閉として，原子炉冷却材浄化系原子 

炉出口温度指示値の上昇が緩和したことを確認し， 

発電長に報告する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3 名にて作 

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉冷 

却材浄化系による原子炉除熱開始まで 202分以内で可 

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射 

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は 

通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第 1.4－35図に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による崩壊熱除去 

機能が喪失した場合，常用電源が使用可能であれば原子炉 

冷却材浄化系により原子炉除熱する。 

 

 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，フィルタ入口圧力調節弁

及びフィルタ入口圧力調節弁バイパス弁を調整開

操作し，発電用原子炉からの除熱を開始する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱

が開始されたことを系統流量指示値の上昇及びＲ

ＰＶ底部ドレン温度指示値の上昇が緩和したこと

を確認し，当直副長に報告する。 

 

     ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転 

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し 

てから原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

開始まで 70分以内で可能である。 

     円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防 

護具，照明及び通信設備等を整備する。室温は通常 

運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－7） 

 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとお 

り。対応手段の選択フローチャートを第 1.4－33図に示 

す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱 

除去機能が喪失した場合，非常用電源が使用可能であれば 

原子炉浄化系により原子炉除熱する。 

 島根２号炉に再生熱

交バイパス弁はない 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

(2) サポート系故障時の対応手順 

a. 復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電

用原子炉からの除熱ができない場合は，常設代替交流電源

設備又は第二代替交流電源設備により残留熱除去系の電源

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発電

用原子炉からの除熱 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故障によ 

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原 

子炉からの除熱ができない場合は，常設代替交流電源設備 

により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の電源を復旧 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧 

後の発電用原子炉からの除熱 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉から

の除熱ができない場合は，常設代替交流電源設備とし

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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を復旧し，原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系に

より冷却水を確保することで，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）にて発電用原子炉からの除熱を実施する。 

 

 

 

なお，常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備

に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

し，残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残留熱除 

去系海水系により冷却水を確保することで，残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系）にて発電用原子炉からの除熱を実 

施する。 

 

 

なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14  

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

また，残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留 

熱除去系海水系に関する手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための手順等」にて整備する。 

て使用するガスタービン発電機により残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）の電源を復旧し，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉

補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて発電用原子

炉からの除熱を実施する。 

 なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は 

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含 

む。）及び原子炉補機代替冷却系に関する手順は， 

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順 

等」にて整備する。 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

ⅰ. 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備に

より非常用高圧母線 C系又は D系の受電が完了し，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用可能な

状態※ 1 に復旧された場合。 

 

 

※1:設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保さ

れており，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レ

ベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維

持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の状

態。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電 

源装置により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／Ｃか 

らＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受電が完了し，残留熱 

除去系（原子炉停止時冷却系）が使用可能な状態※１に 

復旧された場合。 

 

※1：設備に異常がなく，電源及び冷却水が確保されてお

り，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持され，か

つ原子炉圧力指示値が 0.93MPa［gage］以下の状

態。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

ン発電機を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）が使用可能な状態※１に

復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確

保されており，原子炉水位指示値が原子炉水

位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル

８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値

が規定値以下の状態。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力の規定値は添付資

料 1.4.7にて記載 
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ⅱ . 操作手順 

残留熱除去系(B)（原子炉停止時冷却モード）電源復

旧後の発電用原子炉からの除熱手順の概要は以下のとお

り（残留熱除去系(A)（原子炉停止時冷却モード）によ

る発電用原子炉からの除熱手順も同様）。概要図を第

1.4.28 図に，タイムチャートを第 1.4.29図に示す。 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 

残留熱除去系(B)（原子炉停止時冷却モード）による 

発電用原子炉からの除熱準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系(B)（原 

子炉停止時冷却モード）の起動に必要なポンプ，電 

動弁及び監視計器の電源並びに補機冷却水が確保さ 

れていること，原子炉水位指示値が原子炉水位低 

（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維 

持されていること，原子炉圧力指示値が原子炉停止 

時冷却モードインターロック解除の設定値以下であ 

ることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策 

本部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービ 

ン発電機の負荷容量確認を依頼し，残留熱除去系(B) 

（原子炉停止時冷却モード）が使用可能か確認す 

る。 

④中央制御室運転員 A及び Bは， 残留熱除去系(B)（原 

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの 

除熱の系統構成として，残留熱除去系ポンプ S/P水 

吸込隔離弁(B)，残留熱除去系最小流量バイパス弁 

(B)を全閉、残留熱除去系停止時冷却内側，外側隔離 

弁(B)，残留熱除去系ポンプ炉水吸込弁(B)，残留熱 

ⅱ) 操作手順  

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）Ａ系電源復 

旧後の発電用原子炉からの除熱手順の概要は以下の 

とおり（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）Ｂ系 

による発電用原子炉からの除熱手順も同様。）。概 

要図を第 1.4－27図に，タイムチャートを第 1.4－2 

8図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転 

員等に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）Ａ 

系による発電用原子炉からの除熱準備開始を指 

示する。 

②運転員等は中央制御室及び原子炉建屋付属棟に 

て，原子炉保護系電源の復旧を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，格納容器隔離を復 

旧する。 

 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（原 

子炉停止時冷却系）Ａ系の起動に必要なポン 

プ，電動弁及び監視計器の電源並びに冷却水が 

確保されていること，原子炉水位指示値が原子 

炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ 

ル８）の間で維持されていることを状態表示等 

にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，残留熱除 

去系Ａ系レグシールライン弁を全閉とする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポン 

プ（Ａ）入口弁を全閉とするとともに再循環系 

ポンプ（Ａ）が停止していることを確認し，再 

循環系ポンプ（Ａ）出口弁を全閉とする。 

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電

源復旧後の発電用原子炉からの除熱手順の概要は以

下のとおり。（Ｂ－残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による発電用原子炉からの除熱手順も同

様）概要図を第 1.4－26図に，タイムチャートを第

1.4－27図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断に基づき，運転員に

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる発電用原子炉からの除熱準備開始を指示す

る。 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）の起動に必要なポンプ，電

動弁及び監視計器の電源並びに補機冷却水が確保

されていること，原子炉水位指示値が原子炉水位

低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の

間で維持されていること，原子炉圧力指示値が原

子炉停止時冷却モードインターロック解除の設定

値以下であることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）が使用可能か確認する。 

 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの 

除熱の系統構成として，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ停

止操作，Ａ－ポンプトーラス水入口弁，Ａ－ミニ

マムフロー弁，Ａ－熱交入口弁の全閉，Ａ－熱交

バイパス弁の全開操作を実施する。また，格納容

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，電源

確保を技術的能力 1.14

にて整理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急

対策本部にて負荷容量

確認を実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 
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除去系注入弁(B)の全開操作を実施する。 

⑤現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系封水ポンプ(B) 

吸込弁，残留熱除去系封水ポンプ(B)吐出弁，残留熱 

除去系封水ポンプ(B)最小流量吐出弁の全閉操作を実 

施する。 

 

 

 

 

⑥現場運転員 E及び Fは，残留熱除去系封水ポンプ(B) 

及び残留熱除去系最小流量バイパス弁(B)の MCC電源 

｢切｣操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系(B)（原 

子炉停止時冷却モード）運転の準備完了を当直副長 

に報告する。 

 

 

⑧当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系(B) 

（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉か 

らの除熱開始を指示する。 

⑨中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系ポンプ 

(B)の起動操作を実施し，残留熱除去系ポンプ(B)の 

吐出圧力が上昇したことを残留熱除去系ポンプ(B)吐 

出圧力にて確認後，残留熱除去系熱交換器出口弁(B) 

を調整開し，発電用原子炉からの除熱を開始する。 

 

 

 

 

⑩中央制御室運転員 A及び Bは，発電用原子炉からの除 

熱が開始されたことを残留熱除去系(B)系統流量指示 

値の上昇及び残留熱除去系(B)熱交換器入口温度指示 

値の低下により確認し，当直副長に報告する。 

 

 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交 

換器（Ａ）入口弁を全閉とする。 

⑧運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系外側 

隔離弁の全開操作を実施するとともに残留熱 

除去系内側隔離弁の全開操作を実施する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポン 

プ（Ａ）停止時冷却ライン入口弁の全開操作を 

実施するとともに残留熱除去系ポンプ（Ａ）停 

止時冷却注入弁を調整開とする。 

 

 

 

⑩運転員等は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却 

系）Ａ系運転の準備完了を発電長に報告する。 

 

 

 

⑪発電長は，運転員等に残留熱除去系（原子炉停 

止時冷却系）Ａ系による発電用原子炉からの除 

熱開始を指示する。 

       ⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポン 

プ（Ａ）の起動操作を実施し，残留熱除去系ポ 

ンプ（Ａ）の吐出圧力が上昇したことを残留熱 

除去系ポンプ吐出圧力にて確認後，残留熱除去 

系熱交換器（Ａ）入口弁を調整開し，発電用原 

子炉からの除熱を開始する。 

 

 

 

⑬運転員等は中央制御室にて，発電用原子炉から 

の除熱が開始されたことを残留熱除去系系統流 

量指示値の上昇及び残留熱除去系熱交換器入口 

温度指示値の低下により確認し，発電長に報告 

する。 

 

 

器隔離を復旧後，炉水入口内側隔離弁，炉水入口

外側隔離弁，Ａ－ポンプ炉水入口弁の全開操作を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及

びＡ－ミニマムフロー弁の電源「切」操作を実施

する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）運転の準備完了を当直副長

に報告する。 

 

 

⑦当直副長は，中央制御室運転員にＡ－残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子

炉からの除熱開始を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの

起動操作を実施し，Ａ－残留熱除去ポンプの出口

圧力が上昇したことをＡ－残留熱除去ポンプ出口

圧力にて確認後，Ａ－ポンプ炉水戻り弁を調整開

する。 

 

⑨中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操

作，Ａ－熱交バイパス弁を閉操作し，発電用原子

炉からの除熱を開始する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱

が開始されたことをＡ－残留熱除去ポンプ出口流

量指示値の上昇及びＡ－残留熱除去系熱交換器入

口温度指示値の低下により確認し，当直副長に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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ⅲ. 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）及び現場運転員 4名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱開始まで 20分以内で可能である。 

なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中

央制御室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員

1 名にて作業を実施する。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

（添付資料 1.4.3－6） 

 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.4.32 図に示す。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により 

交流電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可 

能であれば残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ 

り発電用原子炉からの除熱を実施する。 

原子炉補機冷却系の運転ができない場合，代替原子炉補 

機冷却系を設置し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー 

ド）により発電用原子炉からの除熱を実施するが，代替原 

子炉補機冷却系の設置に時間を要することから， 低圧代 

替注水系（常設）等による原子炉圧力容器への注水を並行 

して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故 

等対応要員）6名にて作業を実施した場合，作業開始 

を判断してから残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

による発電用原子炉からの除熱開始まで 147分以内で 

可能である。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放 

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室 

温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対 

応手段の選択フローチャートを第 1.4－35図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源 

装置により交流動力電源が確保できた場合，残留熱除去系 

海水系の運転が可能であれば残留熱除去系（原子炉停止時 

冷却系）により発電用原子炉からの除熱を実施する。 

残留熱除去系海水系が運転できない場合，緊急用海水系 

を運転し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）により発 

電用原子炉からの除熱を実施する。緊急用海水系の運転が 

できない場合，代替残留熱除去系海水系を設置し，残留熱 

除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉の除熱 

を実施するが，代替残留熱除去系海水系の設置に時間を要 

することから，低圧代替注水系（常設）等による原子炉圧 

力容器への注水を並行して実施する。 

（添付資料 1.4.8） 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる発電用原子炉からの除熱開始まで 35分以内で可

能である。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防

護具，照明及び通信設備等を整備する。室温は通常

運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4－8） 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4－33図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機により交流動力電源が確保できた場合，原子炉補機

冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転が可能であ

れば残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）により発

電用原子炉からの除熱を実施する。原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）の運転ができない場合，

原子炉補機代替冷却系を設置し，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）により発電用原子炉からの除熱を実

施するが，原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要する

ことから，低圧原子炉代替注水系（常設）等による原子

炉圧力容器への注水を並行して実施する。 

 

（添付資料 1.4.6） 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，運

転・停止中の原子炉の

事故時における現場作

業員の退避について記
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1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水 

残留熱除去系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低

（レベル 1）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中

央制御室からの手動操作により残留熱除去系（低圧注水モー

ド）を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子

炉圧力容器への注水を実施する。 

a. 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場

合。 

 

b. 操作手順 

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.4.30 図

に示す。 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室 

運転員に残留熱除去系（低圧注水モード）による原子 

炉圧力容器への注水準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの手動起 

動操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル 1） 

又はドライウェル圧力高）により残留熱除去系ポンプ 

が起動し，残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が規定 

値以上となったことを確認後，当直副長に残留熱除去 

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

準備完了を報告する。 

③当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下と 

なったことを確認後，中央制御室運転員に残留熱除去 

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

開始を指示する。 

 

1.4.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器への 

注水 

残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合は，自動起動 

（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウェル圧力 

高）による作動，又は中央制御室からの手動操作により残 

留熱除去系（低圧注水系）を起動し，サプレッション・チ 

ェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ 

イ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力 

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持でき 

ない場合。 

 

ｂ．操作手順 

残留熱除去系（低圧注水系）Ａ系による原子炉圧力容器 

への注水手順の概要は以下のとおり（残留熱除去系（低圧 

注水系）Ｂ系又は残留熱除去系（低圧注水系）Ｃ系による 

原子炉圧力容器への注水手順も同様。）。概要図を第 1.4 

－29図に，タイムチャートを第 1.4－30図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に 

残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器 

への注水準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，手動起動操作，又は自動 

起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドラ 

イウェル圧力高）により残留熱除去系ポンプ（Ａ）が 

起動し，残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が 

0.81MPa［gage］以上となったことを確認後，発電長に 

残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器へ 

の注水準備完了を報告する。 

③発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］以下 

となったことを確認後，運転員等に残留熱除去系（低 

圧注水系）Ａ系による原子炉圧力容器への注水開始を 

指示する。 

 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器 

への注水 

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起 

動（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）に 

よる作動，又は中央制御室からの手動操作により残留熱除去 

系（低圧注水モード）を起動し，サプレッション・チェンバ 

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ 

系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器 

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場 

合。 

 

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力 

容器への注水手順の概要は以下のとおり（Ｂ－残留熱除去 

系（低圧注水モード）又はＣ－残留熱除去系（低圧注水モ 

ード）による原子炉圧力容器への注水手順も同様））。 

概要図を第 1.4－28図に，タイムチャートを第 1.4－29図 

に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室

運転員に残 留熱除去系（低圧注水モード）による原子

炉圧力容器への注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操 

作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１）又は 

ドライウェル圧力高）によりＡ－残留熱除去ポンプが起 

動し，残留熱除去ポンプ出口圧力指示値が規定値以上と 

なったことを確認後，当直副長に残留熱除去系（低圧注 

水モード）による原子炉圧力容器への注水準備完了を報 

告する。 

  ③当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下と 

  なったことを確認後，中央制御室運転員に残留熱除去系 

（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水開始 

を指示する。 

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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④中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの手動操 

作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル 1）及び 

原子炉圧力低，又はドライウェル圧力高及び原子炉圧 

力低）により残留熱除去系注入弁が全開となったこと 

を確認する。 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注水 

が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示値の上 

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副 

長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子 

炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の 

間で維持する。 

※ 原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器

への注水が不要となる間， 原子炉格納容器内にス

プレイする場合は，残留熱除去系注入弁を全閉

後，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁及び残

留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁を全開して

スプレイを実施する。 

 

 

c. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作スイッチ

による中央制御室からの遠隔操作であるため，速やかに対

応できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，手動操作，又は自動起動 

信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウ 

ェル圧力高）により残留熱除去系Ａ系注入弁が全開と 

なったことを確認する。 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水 

が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示値の上 

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電長 

に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉 

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の 

間で維持する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器

への注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイす

る場合は，残留熱除去系Ａ系注入弁を全閉後，残留熱除去

系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系Ａ系Ｓ／Ｃスプ

レイ弁を全開としてスプレイを実施する。 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作業 

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系 

（低圧注水系）による原子炉圧力容器への注水開始まで 

3分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又 

 は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁 

差圧低，又はドライウェル圧力高及び注水弁差圧低）に 

よりＡ－ＲＨＲ注水弁が全開となったことを確認する。 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始 

されたことを残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及 

び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報 

告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低 

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持 

する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器へ  

の注水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイ 

する場合は，Ａ－ＲＨＲ注水弁，Ａ－熱交バイパス弁 

を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及 

びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－Ｒ 

ＨＲトーラススプレイ弁を全開してＤ／Ｗスプレイ又 

はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し 

た場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水 

モード）による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内 

で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉 

格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へ 

のスプレイ開始まで 10分以内で可能である。 

 

 

 

（添付資料 1.4.4－9） 

 

・体制の相違 
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 ⑩の相違 
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 島根２号炉は，注水

弁差圧も注水弁開の条

件となっていることか

ら記載 

・体制の相違 
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【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・運用の相違 
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(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用

原子炉からの除熱

残留熱除去系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作

により残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を起動し，

発電用原子炉からの除熱を実施する。 

a. 手順着手の判断基準

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル 3）から原子

炉水位高（レベル 8）の間で維持され，かつ原子炉圧力指

示値が規定値以下の場合。 

b. 操作手順

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電

用原子炉からの除熱手順の概要は以下のとおり。概要図

を第 1.4.31図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱準備開始を指示する。

②中央制御室運転員 A及び B は，原子炉水位指示値が原子

炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の

間で維持されていること，原子炉圧力指示値が原子炉停

止時冷却モードインターロック解除の設定値以下である

ことを確認する。

③中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱の系統

構成として，残留熱除去系ポンプ S/P水吸込隔離弁，残

(3) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子

炉からの除熱

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が健全な場合は，

中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（原子炉停 

止時冷却系）を起動し，発電用原子炉からの除熱を実施す 

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原 

子炉水位高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧 

力指示値が 0.93MPa［gage］以下の場合。 

ｂ．操作手順 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）Ａ系による発電 

用原子炉からの除熱手順の概要は以下のとおり（残留熱 

除去系（原子炉停止時冷却系）Ｂ系による原子炉除熱手 

順も同様。）。概要図を第 1.4－33図に，タイムチャー 

トを第 1.4－34図に示す。

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）Ａ系による

発電用原子炉からの除熱準備開始を指示する。

②運転員等は中央制御室にて，原子炉水位指示値が原

子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル

８）の間で維持されていることを状態表示等にて確

認する。 

③運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，残留熱除去系

Ａ系レグシールライン弁を全閉とする。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポンプ

（Ａ）入口弁を全閉とするとともに再循環系ポンプ 

（Ａ）が停止していることを確認し，再循環系ポンプ 

（Ａ）出口弁を全閉とする。 

⑤運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器

（Ａ）入口弁を全閉とする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系外側隔離

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が健全な場合

は，中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）を起動し，発電用原子炉からの除熱を実

施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子 

炉水位高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指 

示値が規定値以下の場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発 

電用原子炉からの除熱手順の概要は以下のとおり（Ｂ－残 

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱 

手順も同様）。概要図を第 1.4－30図に示す。タイムチャ 

ートは第 1.4－27図と同様である。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原

子炉からの除熱準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，原子炉水位指示値が原子炉水位

低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維

持されていること，原子炉圧力指示値が原子炉停止時冷

却モードインターロック解除の設定値以下であることを

状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による発電用原子炉からの除熱の系統構成と

して，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ停止操作，Ａ－ポンプトー

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性について記載 

・体制の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・体制の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違
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留熱除去系最小流量バイパス弁を全閉、残留熱除去系停 

止時冷却内側，外側隔離弁，残留熱除去系ポンプ炉水吸 

込弁，残留熱除去系注入弁の全開操作を実施する。 

④現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系封水ポンプ吸込 

弁，残留熱除去系封水ポンプ吐出弁，残留熱除去系封水 

ポンプ最小流量吐出弁の全閉操作を実施する。 

⑤現場運転員 E及び Fは，残留熱除去系封水ポンプ及び残 

留熱除去系最小流量バイパス弁の MCC電源｢切｣操作を実 

施する。 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系（原子炉停 

止時冷却モード） 運転の準備完了を当直副長に報告す 

る。 

 

 

⑦当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系（原子炉 

停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始 

を指示する。 

⑧中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系ポンプの起 

動操作を実施し，残留熱除去ポンプ吐出圧力指示値が上 

昇したことを確認後，残留熱除去系熱交換器出口弁を調 

整開し，発電用原子炉からの除熱を開始する。 

 

 

 

 

 

⑨中央制御室運転員 A及び Bは，発電用原子炉からの除熱 

が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示値の上昇 

及び残留熱除去系熱交換器入口温度指示値の低下により 

確認し，当直副長に報告する。 

 

 

c. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員 4 名にて操作を実施

した場合，操作開始を判断してから残留熱除去系（原子炉

弁の全開操作を実施するとともに残留熱除去系内側 

隔離弁の全開操作を実施する。 

  ⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポンプ 

（Ａ）停止時冷却ライン入口弁の全開操作を実施する 

とともに残留熱除去系ポンプ（Ａ）停止時冷却注入 

弁を調整開とする。 

 

 

 

⑧運転員等は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

Ａ系運転の準備完了を発電長に報告する。 

 

 

 

⑨発電長は，運転員等に残留熱除去系（原子炉停止時 

冷却系）Ａ系による発電用原子炉からの除熱開始を 

指示する。 

  ⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系ポンプ 

（Ａ）の起動操作を実施し，残留熱除去系ポンプ 

（Ａ）吐出圧力指示値が上昇したことを残留熱除去系 

ポンプ吐出圧力にて確認後，残留熱除去系熱交換器 

（Ａ）入口弁を調整開し，発電用原子炉からの除熱を 

開始する。 

 

 

 

  ⑪運転員等は中央制御室にて，発電用原子炉からの除 

熱が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示値 

の上昇及び残留熱除去系熱交換器入口温度指示値の 

低下により確認し，発電長に報告する。 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事故等 

対応要員）6名にて作業を実施した場合，作業開始を判 

断してから残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による 

ラス水入口弁，Ａ－ミニマムフロー弁，Ａ－熱交入口弁

の全閉，Ａ－熱交バイパス弁，炉水入口内側隔離弁，炉

水入口外側隔離弁，Ａ－ポンプ炉水入口弁の全開操作を

実施する。 

 

 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及びＡ－

ミニマムフロー弁の電源「切」操作を実施する。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）運転の準備完了を当直副長に報告する。 

 

 

 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系（原子炉 

停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始

を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，残留熱除去ポンプの起動操作を

実施し，残留熱除去ポンプ出口圧力指示値が上昇したこ

とを確認後，Ａ－ポンプ炉水戻り弁を調整開する。 

 

 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操作，Ａ－

熱交バイパス弁を閉操作し，発電用原子炉からの除熱を

開始する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始

されたことを残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及

び残留熱除去系熱交換器入口温度指示値の低下により確

認し，当直副長に報告する。 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２ 

名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから残留 

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】   

 ⑪の相違 
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停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始ま

で 20 分以内で可能である。室温は通常運転時と同程度で

ある。 

 

 

 

（添付資料 1.4.3－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉からの除熱開始まで 147分以内で可能であ 

る。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線 

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常 

運転時と同程度である。 

（添付資料 1.4.4） 

 

(2) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉 

水位異常低下（レベル１）又はドライウェル圧力高）によ 

る作動，又は中央制御室からの手動操作により低圧炉心ス 

プレイ系ポンプを起動し，サプレッション・チェンバを水 

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス 

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原 

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以 

上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.4－31図 

に，タイムチャートを第 1.4－32図に示す。 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員 

等に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ 

の注水準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，手動起動操作又は自 

動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又 

はドライウェル圧力高）により低圧炉心スプレイ 

系ポンプが起動し，低圧炉心スプレイ系ポンプ吐 

出圧力指示値が 1.66MPa［gage］以上となったこ 

とを確認後，発電長に低圧炉心スプレイ系による 

原子炉圧力容器への注水準備完了を報告する。 

 

からの除熱開始まで 35分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具， 

照明及び通信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程 

度である。 

（添付資料 1.4.4－8） 

 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水

位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又

は中央制御室からの手動操作により低圧炉心スプレイ系を起

動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持でき

ない場合。 

ｂ．操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順

の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概

要図を第 1.4－31図に，タイムチャートを第 1.4－32図に

示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室

運転員に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操

作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１）又は

ドライウェル圧力高）により低圧炉心スプレイ・ポンプ

が起動し，低圧炉心スプレイポンプ出口圧力指示値が規

定値以上となったことを確認後，当直副長に低圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水の準備完了を報

告する。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，現場

操作があるため記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の吐出圧

力の規定値は添付資料 

1.4.7にて記載 
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③発電長は，原子炉圧力指示値が 4.90MPa［gage］ 

以下となったことを確認後，運転員等に低圧炉心 

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始を 

指示する。 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，手動操作又は自動起 

動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はド 

ライウェル圧力高）により低圧炉心スプレイ系注 

入弁が全開となったことを確認する。 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への 

注水が開始されたことを低圧炉心スプレイ系系統 

流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇に 

より確認し，発電長に報告するとともに原子炉圧 

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から 

原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1 名にて作 

業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉心 

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 2 

分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以 下

となったことを確認後，中央制御室運転員に，低 圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開 始を指

示する。 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又

は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁

差圧低，又はドライウェル圧力高及び注水弁差圧低）に

よりＬＰＣＳ注水弁が全開となったことを確認する。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始

されたことを低圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の

上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副

長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間

で維持する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し 

た場合，作業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系によ 

る原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能であ 

る。 

（添付資料 1.4.4－10） 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力容器内の圧力は添

付資料 1.4.5にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，注水

弁差圧も注水弁開の条

件となっていることか

ら記載 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性について記載 
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1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系への代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確

保手順は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

 

復水貯蔵槽，防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並

びに水源から接続口までの可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）に

よる送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

復水移送ポンプ，残留熱除去系ポンプ，電動弁及び中央制御

室監視計器類への電源供給手順並びに第一ガスタービン発電

機，第二ガスタービン発電機，電源車，ディーゼル駆動消火ポ

ンプ，可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）への燃料補給手順につ

いては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系海 

水系による冷却水確保手順については，「1.5 最終ヒートシン 

クへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに 

水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代 

替注水大型ポンプによる送水手順については，「1.13 重大事 

故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用する 

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用 

する可搬型代替低圧電源車による常設低圧代替注水系ポンプ， 

代替循環冷却系ポンプ，復水移送ポンプ，残留熱除去系ポン 

プ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，電動弁及び監視計器への電源 

供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用する常設代替 

高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型 

代替低圧電源車，非常用交流電源設備，可搬型代替注水中型ポ 

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順について 

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については， 

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び原

子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順について

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）への水の補給手順，水源から接続口までの大

量送水車による送水手順及び外部水源（低圧原子炉代替注

水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への水

源切替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用

するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備とし

て使用する高圧発電機車による低圧原子炉代替注水ポン

プ，復水輸送ポンプ，消火ポンプ，残留熱除去ポンプ，低

圧炉心スプレイ・ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器

類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使

用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備とし

て使用する高圧発電機車及び大量送水車への燃料補給手順

については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順につい 

ては「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す 

る。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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第 1.4.１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備 

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／８） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

第1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備 

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／9） 

（設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備とし

て使用する発電用原子炉の冷却） 

 

第 1.4－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備 

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／９) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／８） 

（発電用原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／9） 

（発電用原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(２／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子

炉への注水について

は，対応設備，対処設

備，手順一覧(３／９）

にて記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の消火系に

よる発電用原子炉への

注水については，対応

手段，対処設備，手順

書一覧（３／８）にて

記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による発電用

原子炉への注水につい

ては，対応手段，対処

設備，手順書一覧(3／

9)にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／８） 

（発電用原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／9） 

（発電用原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(３／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対応手

段，対処設備，手順書

一覧(２／８）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対処設

備，手順書一覧(2／9）

にて記載 

1.4-109



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／８） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／9） 

（発電用原子炉運転中のサポート系故障時） 

対応手段，対処設備，手順書一覧(４／９) 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

1.4-110



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／８） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

 

 

  

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／9） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(５／９) 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉

心の冷却については，

対応設備，対処設備，

手順一覧(６／９)にて

記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による残存溶

融炉心の冷却について

は，対応手段，対処設

備，手順書一覧(6／9）

にて記載 

 

1.4-111



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 対応手段，対処設備，手順書一覧（6／9） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(６／９) 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却

については，対応手

段，対処設備，手順書

一覧(５／８）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対処設

備，手順書一覧(5／9）

にて記載 

1.4-112



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（６／８） 

（発電用原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／9） 

（発電用原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(７／９) 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子

炉の冷却については，

対応設備，対処設備，

手順一覧(８／９)にて

記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の消火系に

よる発電用原子炉の冷

却については，対応手

段，対処設備，手順書

一覧(７／８)にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による発電用

原子炉の冷却について

は，対応手段，対処設

備，手順書一覧(8／9)

にて記載 

 

1.4-113



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（７／８） 

（発電用原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／9） 

（発電用原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(８／９) 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉の消火系

による発電用原子炉の

冷却については，対応

手段，対処設備，手順

書一覧(７／９)にて記

載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対応手

段，対処設備，手順書

一覧(６／８)にて記載 

【東海第二】 

 島根２号炉の補給水

系による発電用原子炉

の冷却については，対

応手段，対処設備，手

順書一覧(7／9)にて記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4-114



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（８／８） 

（発電用原子炉停止中のサポート系故障時） 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（9／9） 

（発電用原子炉停止中のサポート系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(９／９) 

（原子炉停止中のサポート系故障時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

1.4-115



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 1.4.2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（１／９） 

 

 

 

第1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／17） 

 

第 1.4‐2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／１２) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力

容器への注水（淡水／

海水）については，監 

視計器一覧(２／１２）

にて記載 

【東海第二】 

東海第二の補給水系

による原子炉圧力容器

への注水については，

監視計器一覧（5／ 

17）にて記載 

 

 

1.4-116



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（２／９） 

 

監視計器一覧（2／17） 

 

監視計器一覧(２／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への

注水（淡水／海水）に

ついては，監視計器一

覧(１／９)にて記載 

【東海第二】 

東海第二の消火系に

よる原子炉圧力容器へ

の注水については，監

視計器一覧(4／17)にて

記載 

 

1.4-117



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 監視計器一覧（3／17） 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

1.4-118



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 監視計器一覧（4／17） 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の消火系

による原子炉圧力容器

への注水については，

監視計器一覧（２／１

２）にて記載 

1.4-119



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 監視計器一覧（5／17） 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の復水輸

送系による原子炉圧力

容への注水について

は，監計器一覧（１／

１２）て記載 

1.4-120



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（３／９） 

 

監視計器一覧（6／17） 

 

監視計器一覧(３／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二の低圧炉心

スプレイ系電源復旧後

の原子炉圧力容器への

注水については，監視

計器一覧(7／17)にて記

載 

1.4-121



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 監視計器一覧（7／17） 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の低圧炉

心スプレイ系電源復旧

後の原子炉圧力容器へ

の注水については，監

視計器一覧(３／１２)

にて記載 

1.4-122



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（４／９） 監視計器一覧（8／17） 監視計器一覧(４／１２) ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

1.4-123



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（５／９） 

 

監視計器一覧（9／17） 

 

監視計器一覧(５／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の消火系

による残存溶融炉心の

冷却については，監視 

計器一覧(６／１２)に

て記載 

 

1.4-124



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（６／９） 

 

監視計器一覧（10／17） 

 

監視計器一覧(６／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉

心の冷却（淡水／海

水）については，監視 

計器一覧(７／１２) 

にて記載 

 

1.4-125



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（11／17） 監視計器一覧(７／１２) ・設備の相違

【東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却

（淡水／海水）につい

ては，監視計器一覧(６

／９）にて記載 

【東海第二】 

島根２号炉の復水輸

送系による残存溶融炉

心の冷却については，

監視計器一覧(５／１

２)にて記載

1.4-126



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 監視計器一覧（12／17） 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉

心の冷却に（淡水／海

水）ついては，監視計

器一覧(７／１２)にて

記載 

1.4-127



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（13／17） 監視計器一覧(８／１２) ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

【東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

1.4-128



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（７／９） 

 

監視計器一覧（14／17） 

 

監視計器一覧(９／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

1.4-129



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（８／９） 

 

監視計器一覧（15／17） 

 

監視計器一覧(１０／１２) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

1.4-130



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（９／９） 

 

監視計器一覧（16／17） 

 

監視計器一覧(１１／１２)  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の低圧炉

心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水

については，監視計器

一覧(１２／１２)にて

記載 
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監視計器一覧（17／17） 監視計器一覧(１２／１２) ・設備の相違

【東海第二】 

 対応手段における監 

視計器の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

除去系（原子炉停止時

冷却モード）による発

電用原子炉からの除熱

については，監視計器 

一覧(１１／１２)て記

載 
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第 1.4.3表 審査基準における要求事項ごとの給電対

象設備 

 

第1.4－3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

 

第 1.4‐3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の違いによる

供給対象設備の相違 
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の相違に基づく

機能喪失想定及び対応

手段の相違 
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【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の相違に基づく

機能喪失想定及び対応

手段の相違 
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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手段の相違 

重大事故等対処
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第 1.4.1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

第 1.4－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

設備の相違に基づく

機能喪失想定及び対応

手段の相違 
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第 1.4.2図 ＥＯＰ「水位確保」における対応フロー 第1.4－2図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位確保」に

おける対応フロー 

第 1.4－2図 ＥＯＰ「水位確保」における対応フロー 
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第 1.4.3図 ＥＯＰ「減圧冷却」における対応フロー 第1.4－3図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「減圧冷却」に

おける対応フロー 

第 1.4－3図 ＥＯＰ「減圧冷却」における対応フロー 
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第 1.4.4図 ＥＯＰ「水位回復」における対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.4－4図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位回復」に

おける対応フロー 

 

 

第 1.4－4図 ＥＯＰ「水位回復」における対応フロー 
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第 1.4.5図 停止時ＥＯＰ「ＳＦＰ原子炉水位・温度制御」 

における対応フロー 
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第 1.4.6図 ＳＯＰ「ＲＰＶ制御」における対応フロー 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系を新規で

設置 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，概要 

図（２／２）に操作対

象を記載 
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・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の違いによ

り島根２号炉はバイパ

ス流防止措置は不要 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉冷却材喪失事象発生

時の対応措置を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替え可

能な設備を設置 
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 ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

・運用及び体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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第1.4－19図 補給水系による原子炉圧力容器への注水 概要図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，概要 

図（２／２）に操作対

象を記載 
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・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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第 1.4－17図 消火系による原子炉圧力容器への注水 概要図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，概要 

図（２／２）に操作対 

象を記載 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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可能 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火
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可能 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の

体制においても当該作

業を実施する人数に変

更はない 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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第1.4－11図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水 （淡水／海水） タイムチャート（発

電用原子炉停止中）（2／2） 

 

 
 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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更はない 
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【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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 配管構成の相違によ
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第1.4－13図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水 （淡水／海水） タイムチャート（発

電用原子炉運転中）（1／2） 
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第1.4－21図 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 概要図 
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第 1.4－27図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後 

の発電用原子炉からの除熱 概要図 
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第 1.4－29図 残留熱除去系（低圧注水系）による 

原子炉圧力容器への注水 概要図 

 

 

第
1.
4－

28
 
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
 
概
要
図

(１
／
２
) 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

1.4-192



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

       

 

 

第
1.
4－

28
図
 
残

留
熱
除
去

系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
 
概
要
図
(
２
／
２
) 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，概要

図（２／２）に操作対

象を記載 

1.4-193



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第
1.
4－

30
図
 
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

 

 

 

    

 

第
1.
4－

29
図
 
残

留
熱
除
去

系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 中央制御室からの遠

隔操作で速やかに対応

できるため，タイムチ

ャートは記載していな

い 

1.4-194



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
 

 

第
1.
4.
31

図
 
残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱
 

 

 

 

 

 

 

第1.4－33図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による 

発電用原子炉からの除熱 概要図 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，概要

図（２／２）に操作対

象を記載 
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・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のタイム

チャートは，第 1.4-26

図と同様 
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第1.4－31図 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への 

注水 概要図 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，概要

図（２／２）に操作対

象を記載 
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・体制及び運用の相違

【東海第二】 

⑪の相違
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第 1.4.32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

（１／２） 

第 1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（1／3） 

第 1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

(１／３) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

【東海第二】 

④の相違

島根２号炉は，火災

対応のための水源を確

保するため復水輸送系

を優先して使用 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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第1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（2／3） 

 

 

 

 

第 1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

(２／３) 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

1.4-202



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

（２／２） 

 

第1.4－35図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

(３／３) 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

島根２号炉は，火災

対応のための水源を確

保するため復水輸送系

を優先して使用 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 
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